
（平成２２年10月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 52 件

国民年金関係 16 件

厚生年金関係 36 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 105 件

国民年金関係 51 件

厚生年金関係 54 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案8595 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年９月から 44 年３月まで期間及び 45 年４月から同年８月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年９月から44年３月まで 

             ② 昭和 45年４月から同年８月まで 

     私は、20 歳のとき、住み込みで働いていた理容店の店主に勧められて区役所で国

民年金の加入手続を行った。国民年金保険料は、店に来ていた区の集金人に納付して

いたことを憶
おぼ

えている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付しており、

申立人が国民年金の加入を勧められたとする理容店の店主は、昭和 40 年度に加入手続

した後、60歳到達時まで保険料をすべて納付している。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 44 年３月ごろに

払い出されており、申立人が所持する国民年金手帳の昭和 43 年度の印紙検認記録欄に

は、20 歳前の部分に斜線が引かれ、当該期間部分に検認印は押されておらず、当時の

保険料額が記載されていること、44 年度の印紙検認記録欄には検認印が押され、当初

の44年４月から同年６月までの検認日は 44年７月１日とされていることから、当該期

間の保険料を納付したとすれば、過年度納付であったと考えられること、申立人が国民

年金の加入手続をした後、最初に納付したとする金額は、当該期間の保険料額及び初回

印紙検認分の 44 年４月から同年６月までの保険料額を合わせた額におおむね一致して

いることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、５か月と短期間であり、当該期間の前後の期間の保険料は納

付済みであり、上記の国民年金手帳の昭和 45 年度印紙検認記録欄の当該期間の部分に

は「充当」と記載されており、当時申立人が居住していた区では、重複収納した保険料

を特定の月に充当する場合には、特定月の部分に「充当」と記載することがあるとして



                      

  

いることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8596 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月及び同年５月 

私の母は、平成３年４月に私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付し

てくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付しており、

申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成３年４月ごろに払い出されており、当該払出

時点で申立期間の保険料を現年度納付することが可能であったこと、申立人の保険料を

納付していたとする母親は、国民年金に任意加入した昭和53年７月から60歳到達時ま

で保険料をすべて納付していること、母親が保険料を納付していたとする妹は、20 歳

時からの学生期間の保険料を納付済みであることなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8600 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年３月から８年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月から８年３月まで 

私の母は、平成８年ごろに市役所から送られてきた納付書で、６年８月から私が大

学を卒業する９年３月までの私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の国民年金

手帳の記号番号が払い出された平成８年７月時点で、申立期間は保険料を過年度納付す

ることが可能な期間である。 

また、申立人の母親は、送付された納付書に記載されている納付期限に間に合うよう

に申立期間の保険料を納付したと説明しており、申立期間直前の平成７年２月の保険料

が過年度納付された９年２月時点及び申立期間直後の８年４月から同年７月までの保険

料が現年度納付された８年９月時点で、申立期間の保険料は過年度納付することが可能

である上、母親は一度だけ 10 万円以上の金額をまとめて納付したと説明しており、オ

ンライン記録によると、母親が保険料を納付したとする申立期間前後の申立人の学生期

間において、10 万円以上の保険料が一括納付された記録は無く、当該金額は申立期間

に係る保険料を納付した際の金額であると考えられるなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8601 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年８月から58年12月まで 

私は、父に勧められ昭和 51 年８月に区役所で国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付してきた。申立期間のうち、一部が国民年金に未加入で保険料が未納

とされ、残りの期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 58 年 10 月から同年 12 月までの期間については、３か月と短

期間であり、申立人が所持する年金手帳により、同年 10 月に国民年金に任意加入して

いることが確認できる上、当該期間直後から平成元年６月に第３号被保険者となるまで

の期間の国民年金保険料をすべて納付しており、当該第３号被保険者期間においても３

年７月に還付決議されるまでは元年６月から３年４月までの保険料も納付していたこと

を踏まえると、申立人が当該期間の保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和51年８月から58年９月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は当該期間当初に年金手帳を受け取った記憶、並びに保険料の納付

方法及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された昭和58年10月時点で、当該期間のうち一部の保険料を過年度納付することは可

能であるものの、申立人はさかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明しているな

ど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

さらに、申立人は、上記任意加入手続時に発行された年金手帳及び厚生年金保険の記

号番号のみが記載された年金手帳以外の手帳を所持した記憶は無いと説明するなど、当

該期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も



                      

  

見当たらない。 

その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和58年10月

から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8602 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの期間及び 48 年７月から 49 年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和48年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 48年７月から49年３月まで 

私の妻は、私と同居の家族の国民年金保険料を金融機関か区役所で納付してくれて

いた。また、申立期間②の保険料を納付した際に発行された領収証書を所持している

が、区役所職員の記載誤りにより私の領収証書と認められなかった。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料をおおむね納付してお

り、申立期間①及び②はそれぞれ３か月及び９か月と短期間であり、前後の保険料も納

付済みである。 

   また、申立期間②については、申立人は、申立人が居住する区の昭和49年２月20日の

領収印があり、申立人の氏名が記載された申立期間②の保険料に係る領収証書を所持し

ているものの、申立人が居住する区を管轄する社会保険事務所（当時）は、当該領収証

書の記号番号欄に、申立期間当時に申立人と同居していた申立人の義父の国民年金手帳

の記号番号が記載されていることから、当該領収証書を義父の領収証書と判断している。 

しかしながら、当該領収証書には、申立人の氏名が記載されており、申立人は自身の

領収証書と認識してこれまで保有していること、申立人の義父母の特殊台帳によると、

義父母は申立期間②を除き昭和40年４月から50年３月までの保険料について特例納付を

含めてすべて同時期に納付していることが確認でき、申立人の妻も、「父母は保険料を

いつも一諸に納付していた」と説明していることから、申立期間②の保険料についても、

義父母は同時期に納付していたと考えるのが自然であることなどから、義母の保険料納

付日である49年８月と納付時期が異なる当該領収証書については、妻が申立人の当該期



                      

  

間の保険料を納付した際に交付された領収証書であると推認するのが妥当である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案8606 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42年７月から 44年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年７月から44年３月まで 

    私は、昭和 49 年の春ころに夫とともに区役所で国民年金の加入手続を行った後、

夫婦同様に国民年金保険料の特例納付及び過年度納付を行った。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳の記号番号は、第２回特例納付実施期間中の昭和 49 年６月に

夫婦連番で払い出されており、申立人及びその夫は、47 年 10 月以降国民年金加入期間

の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の夫は、申立期間の自身の保険料を第２回特例納付により保険料を納付

していることが確認でき、夫は厚生年金保険加入期間があることから、当該特例納付を

しなくとも昭和 47 年 10 月から 60 歳到達時まで保険料を納付すれば年金の受給資格期

間を満たす状況にあり、年金を満額に近付けるために特例納付したものと考えられ、申

立人も夫と同様に 47 年 10 月から 60 歳到達時まで保険料を納付すれば受給資格期間を

満たす状況にあったことなど、夫婦で同一の期間を納付したとする申立内容に不自然さ

は見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48年１月から同年12月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年１月から61年３月まで 

 私は、国民年金に加入して以降、結婚後も引き続き国民年金保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和48年１月から同年12月までの期間については、申立人は、当該

期間当初の同年１月に転居しているが、申立人が所持する年金手帳には同年２月に住所

変更処理が行われた記載があることから、当該転居先住所に居住していた間は申立人に

納付書が送付されていたと考えられること、当該期間直前の期間の保険料は未納とされ

ていたが、申立人が所持する国民年金手帳の検認記録欄に検認印があることから、平成

22年２月24日に納付済みに記録訂正されており、申立人に係る記録管理が適切に行われ

ていなかった状況が見られることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和49年１月から61年３月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、当時の保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、

申立人は、当該期間中に３回転居しているが、年金手帳にはこれらの住所変更に係る記

載が無く、57年12月14日現在で作成された年度別納付状況リストにおいては、申立人は

不在者として取り扱われていることから、当該期間当時、申立人に納付書の送付は行わ

れなかったと考えられるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和48年１

月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8616    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52年４月から53年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住     所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から同年５月まで 

② 昭和 38年６月から43年12月まで 

③ 昭和 44年１月から48年３月まで 

④ 昭和 52年４月から53年３月まで 

    私の婚姻前の国民年金保険料は、父親から納付していたと聞いた。また、婚姻後

の期間は、夫から夫婦二人分の保険料を納付していたと聞いていた。申立期間②が

国民年金に未加入で、申立期間①から④までの保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、当該期間は 12 か月と短期間であり、当該期間前後の期間の

国民年金保険料は納付済みであるほか、当該期間直後の昭和53年４月から平成10年６

月までの保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、②及び③については、申立人の父親及び夫が当該期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする

父親及び夫から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明で

ある。また、申立期間②は、申立人の夫が厚生年金保険の被保険者期間であるため国民

年金の任意加入適用期間となるが、申立人が任意加入していた記録は見当たらず、国民

年金に未加入の期間と記録されているため、保険料を納付することができない期間であ

る。さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 50 年１月に払い出されており、

申立人は当該期間当時にこの手帳以外に別の手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であるな

ど、当該期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情が見



                      

  

当たらず、申立人の父親及び夫が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年

４月から53年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8617    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52年４月から53年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住     所 ： 

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和44年１月から49年３月まで 

② 昭和 52年４月から53年３月まで 

    私は、国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は 12 か月と短期間であり、当該期間前後の期間の

国民年金保険料は納付済みであるほか、当該期間直後の昭和 53 年４月から平成６年８

月までの保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、死亡した申立人に代わって申立て

を行っている申立人の妻は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

保険料を納付していたとする申立人から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明である。また、申立人は、昭和 55 年６月に第３回特例納付を利

用して４か月分の保険料を納付したことがオンライン記録で確認できるが、申立人は、

60 歳到達時まで保険料を納付すれば年金受給資格期間を６か月超える納付月数となる

ことから、受給資格期間を満たすために必要な納付月数を考慮して特例納付を行ったも

のと考えられるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年

４月から53年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8618             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成６年 12 月から７年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年12月から７年３月まで 

             ② 平成９年９月から10年１月まで 

申立期間①については、母親が私の国民年金の加入手続を行い、私が短期大学生で

あった期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間②については、私が再

加入手続を行い、保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当該期間は４か月と短期間であり、申立人の国民年金保険料

と同じく、申立人の母親が納付していたとする申立人の兄及び妹の20歳到達月から専門

学校又は短期大学を卒業するまでの保険料はいずれも納付済みであるなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の再加入手続

及び保険料の納付額及び納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成６年12

月から７年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

であるなど、申立人が当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

東京国民年金 事案8619   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年４月から平成元年２月までの国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年２月から平成元年２月まで 

    私の父は、時期は定かでないが区役所に行った時に、私が国民年金に加入してい

ないことを知り、加入手続をしてくれた。その後は、私が加入後の国民年金保険料

と２年分ぐらいの未納保険料を一緒に毎月金融機関で納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 62 年４月から平成元年２月までの期間については、申立人の

国民年金手帳の記号番号は昭和 63 年２月ごろに払い出されていることから当該期間の

国民年金保険料を現年度納付することが可能であったこと、申立人は、現年度納付書は

厚い用紙で保険料を毎月納付すると納付書の裏面に領収印を押してくれたと具体的に説

明しており、その内容は当時の現年度納付書の特徴と一致していること、申立人が納付

したとする金額は当時の保険料額とおおむね一致していることのほか、申立人は、当該

期間中に厚生年金保険未適用の会社に勤務していたことから保険料を納付する資力はあ

ったものと考えられることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 56年２月から62年３月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、申立期間の始期を 56 年２月からとした理由について、社会保

険事務所（当時）に自身の国民年金の納付記録について照会したところ 56 年２月から

国民年金に加入していると言われたためと説明していたが、当方から国民年金手帳の記

号番号の払い出しは 63 年２月ごろであると説明したところ、20 歳から保険料を納付し

たのは思い違いであると説明している。また、申立人は、２年分の未納保険料は現年度

の保険料と一緒に納付したと説明しているが、保険料の納付時期及びさかのぼって納付



                      

  

した保険料額の記憶が曖昧
あいまい

であるほか、申立人は、申立期間後の平成３年２月から４

年３月までの期間の保険料をさかのぼって納付したことがオンライン記録で確認でき、

申立人は保険料をさかのぼって納付したのは１回であると説明しているなど、申立人が

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年

４月から平成元年２月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8626    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年３月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60月１月から61年２月まで 

             ② 昭和 61年３月 

    私は、町役場で国民年金の再加入手続を行った際、窓口で国民年金保険料の納付書

を発行してもらい、その場で納付した。申立期間①について国民年金に未加入で保

険料が未納とされ、申立期間②について保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、当該期間及び国民年金保険料の申請免除期間を除

き、国民年金加入期間について保険料をすべて納付していること、申立人が所持する年

金手帳には、昭和 60 年１月７日に被保険者資格を喪失し、61 年３月 30 日に資格を取

得している旨が記載されており、再加入手続を行っていることが確認できる上、直後の

期間の保険料は納付済みであることから、当該期間の保険料を未納のままにしておいた

とは考えにくいことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、上記の国民年金手帳の資格喪失日

及び取得日の記載のとおり、当該期間は国民年金の被保険者資格を取得する前の未加入

期間であり、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年

３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案8632 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年６月から同年 11 月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年６月から同年11月まで 

    私は、平成９年６月に派遣会社に就職した際、６か月間は厚生年金保険に加入でき

ないと言われたため、区役所で国民年金と国民健康保険の加入手続を行い、勤務先

に近い郵便局から、毎月、納付書で給与支給後に１万２千数百円の国民年金保険料

を納付していた。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間及び申請免除期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を

すべて納付しており、厚生年金保険から国民年金への３度の切替手続を適切に行ってい

る上、厚生年金保険の間の平成 15年５月から同年10月までの６か月間の保険料につい

ては納付済みである。 

また、申立人は、平成９年６月に就職した会社から、６か月間は厚生年金保険に加入

できないと言われたため、当時居住していた区の役所窓口で国民年金及び国民健康保険

の再加入手続を行ったと具体的に説明しており、当該会社によると、申立期間当時、申

立人には複数の契約期間があるが、いずれも２か月程度であったため、厚生年金保険に

は加入させていなかったとしている。 

さらに、毎月納付していたと説明する１万 2,000円台という金額は、申立期間の保険

料月額とおおむね一致している上、申立期間前後の納付済期間の保険料月額には説明す

る金額に該当する金額が無く、申立人が保険料を納付していたと説明する郵便局は、申

立期間当時、開設していたことが確認できる。 

加えて、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の母親は、申立人が平成９年６

月１日に退職して市に転入した際に、申立人に対して国民年金及び国民健康保険の再加

入手続を行うよう強く諭して手続に行かせた記憶があり、また、申立人が10年10月に



                      

  

厚生年金保険の資格を喪失した際にも各手続を行うよう諭したが、その際は、申立人は

結婚後に手続をしたと記憶しているので、それぞれの記憶は別のものであり、申立人が

申立期間の国民年金の再加入手続をしたことは間違いないと証言しているなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

  

東京国民年金 事案8633 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 41年４月から43年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年12月から43年３月まで 

    私は、婚姻した昭和 39年12月以後、自宅に集金に来る区の職員に夫婦二人分の国

民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 41年４月から43年３月までの期間については、申立人は当該

期間後は44年４月から 60歳に至るまですべての国民年金保険料を納付しており、申立

人が納付したとする保険料額及び印紙検認方式により区の集金人に定期的に納付したと

する納付方法は、申立期間当時の保険料額及び申立人が居住していた区における保険料

納付方法と合致している上、一緒に納付したとする元夫は、当該期間の保険料が納付済

みとなっているなど、申立内容に不自然さは見当たらない。 

   しかしながら、申立期間のうち、昭和 39 年 12 月から 41 年３月までの期間について

は、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 40 年８月時点では、

当該期間のうち 39 年 12 月から 40 年３月までの期間は印紙検認方式では保険料を納付

できない期間である上、当該期間については、一緒に納付したとする元夫も保険料が未

納となっているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。    

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年

４月から43年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8647 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成５年３月から同年 12 月までの期間及び６年３月の

国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ① 平成元年１月から同年10月まで 

             ② 平成５年３月から同年12月まで 

             ③ 平成６年３月  

申立期間①の国民年金保険料は、私の母が納付してくれた。申立期間②及び③の保

険料は、母から強く納付を勧められて納付した。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、オンライン記録により、平成５年４月及び同年５月の国民年

金保険料が、厚生年金保険等加入を理由に４年10月分の保険料に充当され、その残余の

差額は還付する旨の還付・充当決議が６年２月22日に行われていることが確認できるが、

当該期間は、厚生年金保険加入期間ではなく、本来国民年金の強制被保険者となる期間

であるため、当該還付・充当処理は誤りと認められる上､厚生年金保険加入期間に挟ま

れた当該期間の保険料について、上記のとおり、会社に就職した時期の６年２月に２か

月分の保険料のみを納付し、その前後の期間の保険料を未納のままにしておいたとは考

えにくく、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立期間③については、オンライン記録により、当該期間は平成８年４月26日

に国民年金被保険者資格取得の記録追加が行われ、同月30日に当該期間の保険料の過年

度納付書が発行されていることが確認でき、申立人は、当該納付書を受け取っていたと

考えられること、この時期に現年度保険料の納付も行っていることなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料を納付したとする母



                      

  

親は、国民年金の加入手続、保険料の納付状況及び申立人の国民年金手帳の受領・所持

に関する記憶が曖昧
あいまい

であるほか、オンライン記録では、申立人には国民年金手帳の記

号番号が２回払い出されており、昭和62年12月ごろに払い出された１回目の手帳記号番

号は無効とされ、当該手帳記号番号による納付記録は無く、２回目に払い出された手帳

記号番号は、当該期間後約３年経過した平成５年当初に払い出されており、当該手帳記

号番号では時効により当該期間の保険料を納付することができないことなど、母親が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成５年３

月から同年12月までの期間及び６年３月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8648 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年５月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年５月 

    私は、平成 13年ごろに 20歳からの国民年金保険料を何回かに分けて納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付しており、

申立期間は１か月と短期間である上、申立人は、時効期限に注意して保険料を納付して

いたと説明しており、オンライン記録により、申立期間後の平成11年６月から12年２

月までの９か月分の保険料は、13 年８月から 14 年１月にかけて６回に分けて時効期間

経過前に納付されていること、また申立人は申立期間の保険料納付の時効成立直前の平

成13年６月 20日に社会保険事務所（当時）に申立期間の保険料を納付する旨の誓約書

を提出していることが確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12417 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52年 10月 20日から同年 11月 30日までの期間の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 52 年 10 月 20 日に、資格喪失日に係る記

録を同年 11 月 30 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 11 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和52年10月20日から同年12月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 52 年分の源

泉徴収票で社会保険料が控除されていることが確認できるので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人から提出された昭和 52 年分給与所得の源泉徴収票に記載された就職年月日

から、申立人は同年10月20日からＡ社において勤務していたことが確認でき、当該

源泉徴収票の給料の支払金額から、同年 11 月下旬まで勤務していたことが推認でき

る。 

また、当該源泉徴収票に記載された社会保険料の金額は、標準報酬月額を 11 万円

とした場合の１か月の健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の合計額とほぼ一

致する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 52 年 10 月 20 日から同年 11 月 30

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、当該源泉徴収票の社会保険料の金

額から、11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ



                      

  

社に係る事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に

係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考えられない上、事業主から申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失

届も提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が

当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主により当該社会保険事務所への

資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る昭和52年10月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該月に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、昭和 52年 11月30日から同年12月までの期間については、申立

人から提出された昭和 52 年分給与所得の源泉徴収票に記載された給料の支払金額か

らは、申立人の当該期間における勤務を推認することができない。 

また、Ａ社の人事担当者は、当該源泉徴収票に退職年月日が記載されていないこと

から、「昭和 52年12月ごろまで勤務していた可能性も考えられるが、当該期間当時

の人事資料等は保管していないため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除につ

いて確認することができない。」と回答している。 

さらに、当該源泉徴収票に記載された社会保険料の金額からは、昭和52年11月及

び同年12月の厚生年金保険料控除は認められない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12418 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ事務所における資格喪失日に係る記録を昭和 56 年３

月21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ：  昭和25年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和56年２月21日から同年３月21日まで 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間の給与明細書を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の加入記録及び申立人から提出された給与明細書により、申立人がＡ事務所

に昭和56年３月 20日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控

除額から、12万6,000円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は資格喪失日を昭和 56 年３月 21 日とすべきところを同年２月 21 日と誤

って届け出たとしていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年２月

の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12420 

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 12 年７月 16

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年６月29日から同年７月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与振込

みが確認できる預金通帳を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、事業主及び複数の従業員の回答により、申立人が申立期間にお

いてＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、事業主及び複数の従業員は、平成 12年６月29日の前後に申立人の業務内容及

び勤務形態に変更は無かったとしている。 

さらに、Ａ社の事業主は、給与締切日は 15日、支払日は25日としているところ、申

立人から提出された預金通帳により、資格喪失日後である平成12年７月25日に給与が

振り込まれていることが確認でき、当該給与振込額は、申立期間以前における振込額と

ほぼ同額であることが確認できる。 

これらのことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成 12 年５月の

オンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、不

明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12427                                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和 61 年５月１日、

資格喪失日が 63年２月１日とされ、当該期間のうち、同年１月30日から同年２月１日

までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の同社における資格喪失日を同年２月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 13 万

4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年１月30日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

は社会保険事務所（当時）に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納

付できず、申立期間の記録は給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された理由書及び回答から判断すると、申立人は、同社に昭和 63 年１

月31日まで継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の現在の事業主は、「当時の賃金台帳は無いが、保険料は給与から控除し

ていたと思われる。」としている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和62年12月の

社会保険事務所の記録から、13万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が当時、

申立人に係る事務手続を誤ったと認めていることから、事業主が昭和63年１月30日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12431 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成４年７月 31 日から５年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料を、

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社におけ

る資格喪失日に係る記録を５年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、４年７

月から同年９月までは 30 万円に、同年 10 月から５年３月までは 32 万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、平成５年４月１日から６年４月 28 日までの期間について、事業主が社会保険

事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと

認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を５年４月から同年

９月までは 32 万円に、同年 10 月から６年３月までは 30 万円に訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年７月31日から５年４月１日まで 

             ② 平成５年４月１日から６年４月28日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうちである申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無く、

また、同社に勤務していた期間のうち申立期間②の標準報酬月額が、給与の報酬額と

相違している。各申立期間を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①については、雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述により、申立人が

当該期間にＡ社で勤務していたことが認められる。 

また、複数の同僚から提出された給与明細書では、当該期間の厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが確認できることから、申立人についても、当該

期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

さらに、Ａ社は法人事業所であり、当該期間において適用事業所としての要件を満た

していたものと認められる。 



                      

  

なお、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の平成４年６月及び取消された

同年 10 月のオンライン記録から、同年７月から同年９月までは 30 万円、同年 10 月か

ら５年３月までは 32万円とすることが妥当である。 

また、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録によるＡ社における資格喪失日（平成４年７月 31 日）が厚生年

金基金の記録における資格喪失日と同日になっており、厚生年金基金及び社会保険事務

所の双方が誤って同じ資格喪失日と記録することは考え難いことから、事業主が平成４

年７月 31 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年７月から５年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

申立期間②については、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった日（平成６年４月 28 日）より後の平成６年６月８日付けで、申立

人を含む 25 名について標準報酬月額が減額訂正されており、申立人の場合、当該期間

の標準報酬月額は、当初、５年４月から同年９月までは 32万円、同年10月から６年３

月までは 30 万円と記録されていたものが、20 万円にさかのぼって減額訂正されている

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該減額訂正処理をさかの

ぼって行う合理的理由は無く、申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た、平成５年４月から同年９月までは32万円、同年10月から６年

３月までは30万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は昭和 46 年２月１日であると認められることから、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、７万 6,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年11月29日から46年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間も同社に継続し

て勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが

認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の被保険者資格喪失日につ

いて、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 45 年 11 月 29 日）より

後の昭和 46 年２月 24 日付けで、申立人を含む 14 名についての資格喪失日がさかのぼ

って45年11月29日と記録されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社は法人事業所であり、申立人から提出された昭和 45 年分の源泉徴収票

から、同年 12 月分の給与まで事業主により厚生年金保険料が控除されていることが確

認でき、また、上記のとおり申立人を含む 14 名について資格喪失日がさかのぼって同

年11月29日と記録されていることから、同社は、同日において、当時の厚生年金保険

法に定める適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。したがって、当

該適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人について、

昭和 45 年 11 月 29 日に被保険者資格を喪失した旨の処理をさかのぼって行う合理的な

理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人の

資格喪失日は、雇用保険の離職日の翌日である 46年２月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、申立人のＡ社における昭和45年10月の社会保険

事務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12433 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成９年 11 月１日から 10 年 10 月１日までの期間について、事業

主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったことが認められることから、当該期間の厚生年金保険の標準報酬月額に係る

記録を26万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち、平成 10年 10月１日から 13年 11月 21日までの期間につい

て、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該期間の厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録を 10 年 10 月から 12 年１月までは 26 万円、同年２月及び同年３月は 24

万円、同年４月から 13年10月までは26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から13年11月21日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、それ以前の標準報

酬月額より低くなっているが、厚生年金保険料は一律の金額を給与から控除されてい

た。一部期間の給与支給明細書を提出するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間のうち、平成９年11月から10年５月までの期間

の申立人に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、申立人が主張する 26 万円と記

録されていたところ、同年６月 24日付けで、９年 11月にさかのぼって 12万 6,000 円

に引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社に勤務していた申立人を含む 123名の標準報酬月額の記録が、オンライン

記録によると、平成 10年６月 24日付けで、さかのぼって減額訂正処理されていること

が確認できる。 

しかしながら、Ａ社において、申立人と同様に標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理が行われ



                      

  

た同僚の所持する預金通帳によれば、給与振込額は、当該遡及
そきゅう

訂正処理前後の期間にお

いてほぼ同額であることが確認できる。 

また、Ａ社に係る滞納処分票により、同社は、平成９年 11月から10年５月までの期

間における厚生年金保険料を滞納していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成 10年６月24日付けで行われた当該遡及
そきゅう

処理訂正

は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的

な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処

理の結果として記録されている申立人の９年 11月から10年９月までの標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 26万円に訂正することが必要である。 

なお、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った日以降の最初の定時決定時（平成10年10月１日）

の標準報酬月額が 11 万円と記録されているところ、当該処理については当該遡及
そきゅう

訂正

処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合

理であったとは言えない。 

また、申立人の平成 10年10月から11年11月までの標準報酬月額については、Ａ社

において、申立人と同様に標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正が行われた同僚の所持する給与明細

書によれば、当該期間について、オンライン記録は、当該給与明細書から確認できる厚

生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（遡及
そきゅう

訂正前に記録されていた平成 10 年９

月の標準報酬月額と同額）より低いことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間のうち、平成 10年10月から11年11月まで

の期間について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記遡及
そきゅう

訂正前のオンライン記録から、

26万円とすることが妥当である。 

さらに、申立期間のうち、平成 11年12月から13年10月までの期間については、申

立人が所持している給与支給明細書により、当該期間の厚生年金保険料が給与から控除

されていることが確認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額は、上記給与支給明細書において確認できる報

酬月額又は保険料控除額から、平成 11年12月及び12年１月は26万円、同年２月及び

同年３月は24万円、同年４月から 13年10月までは26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る平成 10年 10月から13年10月までの厚生年金保険料の事業主に

よる納付義務の履行については、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、上記

給与支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とオン

ライン記録の標準報酬月額が、長期間にわたり一致していないことから、事業主は給与



                      

  

支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務

所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和37年８月１日から38年５月１日までの期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ社における資格取得日に係る記録を37年８月１日、資格喪失日に係る記録を38年

５月１日とし、当該期間に係る標準報酬月額を１万2,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年４月から38年５月１日まで  

兄の紹介で入社したＡ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社では、兄と同じ課で勤務し、会社の寮に入って三食・食事付きで生活していた。会

社の寮には、同じ敷地内にあったＢ社の社員も入居しており、当該事業所の社員と同

時期に会社を辞めた。また、申立期間に撮影した会社の同僚たちとスケートに行った

ときの写真と会社の玄関前で撮影した写真もあるので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における業務内容に関する具体的な供述並びに申立人が記憶していた同

社の当時の上司及び複数の同僚の供述により、申立人が申立期間に同社に勤務していた

ことが認められる。   

また、Ａ社の当時の工場長は、「当社では正社員しか採用しておらず、申立人が厚生

年金保険に加入していないことは考え難い。」と供述し、同社の複数の同僚及び従業員

は、「同社では全員強制的に社会保険に加入していた。」と供述している。 

さらに、申立期間当時、関連会社のＢ社の従業員は、Ａ社において厚生年金保険の被

保険者資格の取得及び喪失の手続がなされていることが確認できるところ、申立人及び

複数の同僚が供述した、申立期間当時のＡ社及びＢ社の従業員数と、Ａ社に係る事業所

別被保険者名簿において確認できる被保険者数がおおむね一致していることから、申立

期間当時、両社では、すべての従業員が厚生年金保険に加入していたと考えられる。 



                      

  

加えて、申立人が記憶していたＡ社の同僚及び申立人と同じ寮に入居していたＢ社の

従業員について、全員の氏名を上記被保険者名簿で確認することができる。 

なお、Ａ社の上記工場長及び同僚は、申立人は、上記被保険者名簿で確認できるＢ社

の二人の従業員（被保険者資格の取得日は昭和37年８月）と同時期に入社したと思うと

供述している。 

また、申立人が同時期に退職したと記憶する同じ寮に入居していたＢ社の従業員（被

保険者資格の喪失日は昭和38年５月１日）は、「申立人と同じ時期に会社を辞めた。」

と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和37年８月１日から38

年５月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、Ａ社において申立人と同様の業務に従事

していた従業員の標準報酬月額の記録から、１万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に解散し、事業主は死亡していることから、事業主に確認することはできないが、

仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、

被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても

社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないことは考え難いことから、事業主から

当該社会保険事務所へ申立人の資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和37年８月から38年４月までの厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12437 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和 23 年

８月10日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 5,100円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和23年８月10日から同年９月22日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に入

社した翌年の夏ごろにＣ工場からＢ工場への異動はあったが、継続して勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の「昭和 23 年夏ごろにＡ社Ｃ工場から同じ敷地内にある同社Ｂ工場に異動し

た。」との供述及び同社の元従業員の「申立人は、同社で数年間継続して勤務してい

た。」との供述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社

Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

なお、申立期間の異動日については、Ａ社Ｃ工場に係る厚生年金保険被保険者台帳で

は、申立人の同社同工場における被保険者資格喪失日が昭和23年８月10日と記録され

ていることが確認できること及び申立人の上記供述から、同年８月 10 日とすることが

妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場における昭和 23 年

９月の社会保険事務所（当時）の記録から、5,100円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

て、Ａ社は、平成７年５月に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているため同社に確

認することができず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日は昭和 20 年３月１日、資格喪失日は同年８

月 15 日であると認められることから、申立人の同社同工場における厚生年金保険被保

険者資格の取得日を同年３月１日、喪失日を同年８月 15日とすることが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年３月１日から同年８月15日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和 18

年４月１日から終戦まで、異動はあったものの、同社に継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 19 年９月にＡ社本社から同社Ｂ工場に異動し、終戦前に会社の指

示でＣ県Ｄ市に疎開したものの、終戦まで勤務した。」と供述しているところ、申立人

が記憶している同僚も「昭和 18年４月から20年８月初旬まで、申立人と一緒にＡ社に

勤務し、同社本社から同社Ｂ工場に異動しており、申立人は、申立期間も同社同工場に

勤務していたのは間違いない。」と供述していることから、申立人は、申立期間にＡ社

に継続して勤務していたと推認できる。 

一方、Ａ社本社に係る厚生年金保険手帳番号払出簿及び厚生年金保険被保険者台帳で

は、申立人は、昭和 18 年４月１日に同社本社で被保険者資格を取得し、20 年３月１日

に転勤により、資格を喪失した記録が確認できるが、社会保険事務所（当時）において、

同社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿が保存されていないため、同社同

工場における申立人の被保険者記録が確認できない。 

また、上記厚生年金保険手帳番号払出簿及び厚生年金保険被保険者台帳では、多数の

従業員が申立人同様、昭和 20 年３月１日に転勤により、被保険者資格を喪失している

ことが確認できるが、オンライン記録では、多数の者が同日以降に厚生年金保険被保険

者資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、オンライン記録では、上記の同僚は、Ａ社本社で申立人同様、昭和 18 年４



                      

  

月１日に被保険者資格を取得し、20 年３月１日に資格を喪失後、同日付けで再度資格

を取得し、同年９月 30日に資格を喪失していることが確認できる。 

なお、Ａ社の社史には、「昭和 18 年にＡ社Ｂ工場を新設、電気計器、測定器の研究

部門、製造部門を移管。従業員は 2,200 名となる。昭和 19 年４月に軍需会社に指定。

昭和 21 年にＡ社Ｂ工場を売却」と記載されているが、上記のとおり、社会保険事務所

では、同社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿が保存されていないため、当時

の被保険者を確認することができない。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社Ｂ工場において昭和 20 年３

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、同年８月 15 日に資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 20 年２

月の社会保険事務所の記録から、40円とすることが妥当である。  

 



                      

  

東京厚生年金 事案12439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年

12月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格喪失日に係る記録を昭和

46 年３月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 2,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年11月30日から同年12月１日まで 

             ② 昭和 46年２月28日から同年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では、

異動はあったが継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社から提出された「給与人事データメンテ」及び諸給与計

算表により、申立人は同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ工場に異動）、当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

    なお、申立期間①の異動日については、申立人は、Ａ社において、昭和37年12月

１日から雇用保険に加入している記録があることが確認できることから、同年 12 月

１日とすることが妥当である。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、上記の昭和37年11月分の諸給与計

算表において確認できる厚生年金保険料控除額から、３万円とすることが妥当である。 

２ 申立期間②について、Ａ社から提出された「給与人事データメンテ」、発令簿、賃



                      

  

金台帳及び申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人が同社に継続して勤務し

（同社本社から同社Ｃ事業所に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間②の異動日については、上記の昭和 46 年２月分の賃金台帳におけ

る申立人の従業員番号が、同年３月分の賃金台帳から変更されていることが確認でき

ることから、同年３月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、上記の昭和 46 年２月分の賃金台帳

において確認できる厚生年金保険料控除額から、９万2,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は不明としているが、事業主から提出された当該期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書における資格喪失日が社会保険事務所（当

時）の記録と一致していることから、事業主が昭和 37 年 11 月 30 日及び 46 年２月

28日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る37年 11

月及び 46 年２月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を平成６年 12 月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 12月１日から７年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚、従業員及びＡ社の取締役（元事業主の子）の供述から、申立人は、申立期間に

おいて同社に勤務していたことが認められる。 

また、上記の取締役から提出があった平成７年３月にＡ社から社会保険事務所（当

時）に提出した「社会保険加入の遅延届」によると、６年 12 月分の社員の給与から社

会保険料を控除していたと記載されており、さらに、同僚の給与明細書では申立期間に

厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、平成７年３月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間については適用事業所としての記録が無いことが確認でき

るが、同社に係る商業登記簿謄本によれば、同社は、昭和60年12月７日に設立され、

申立期間においても法人格を有していたことが確認できることから、当時の厚生年金保

険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の平成７年３月の社会保険事務所

の記録から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      

  

主は、申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っ

ていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 20年11月１日から21年５月11日までの期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことが認められることから、申立人のＡ社（現在

は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に係る記録を 20年11月１日、資格喪失日に係る

記録を21年５月 11日に訂正することが必要である。 

また、上記訂正後の申立期間のうち、昭和 21 年５月 11 日から同年５月 14 日までの

期間について、申立人は、厚生年金保険被保険者であったことが認められることから、

申立人のＡ社Ｃ支店における被保険者記録のうち、当該期間に係る資格喪失日（昭和

21年５月 11日）及び資格取得日（昭和 21年５月 14日）を取り消すことが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年11月１日から21年５月14日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は召集により陸軍に入隊していたが、同社Ｃ支店に在籍していたので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する申立人に係る人事記録に基づく事業主の回答から判断すると、申立人

は、昭和 18 年４月１日から申立期間を含め、53 年９月 12 日までの期間、Ａ社に継続

して勤務し、申立期間は同社Ｃ支店に在籍していたことが認められる。 

一方、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳及びオンライン記録では、申立人は、

当時の転籍先であるＤ社Ｅ製作所における被保険者資格を昭和20年11月１日に喪失し

てから、21 年５月 14 日にＡ社Ｃ支店において被保険者資格を取得するまでの申立期間

について、厚生年金保険の加入記録が無い。 

しかし、地方公共団体から提出のあった申立人に係る軍歴確認書により、昭和 19 年

12月 16日から 21年５月 11日までの期間、申立人が陸軍に召集されていたことが確認

できる。 

また、当時の厚生年金保険法では、第 59条の２により、昭和 19年 10月１日から 22



                      

  

年５月２日までの期間のうち、被保険者が陸海軍に徴集又は召集されていた期間につい

ては、当該期間に係る厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額免除し、当該免除

期間を被保険者期間として算入する旨規定されている。 

したがって、申立人が陸軍に召集されていた期間については、仮に厚生年金保険被保

険者としての届出が行われておらず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定による、時効

によって消滅した保険料に係る期間であっても、年金額の計算の基礎となる被保険者期

間とすべきものであると考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｃ支店における厚生年金保険の被保険者

資格取得日を昭和 20年11月１日、資格喪失日を21年５月11日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間のうち、昭和 21 年５月 11 日から同年５月 14 日までの期間について

は、上記のとおり、Ｂ社が保管する申立人に係る人事記録に基づく事業主の回答から判

断すると、申立人が当該期間もＡ社Ｃ支店に継続して勤務していたことが認められるこ

とから、申立人は、当該期間に同社同支店において厚生年金保険被保険者であったこと

が認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を

改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１万円とすることが

妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12450                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和

17 年６月１日、資格喪失日は 21 年８月１日であると認められることから、厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、１万円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年６月１日から21年８月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間にお

いて同社の時計組立て工場で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社での仕事の内容、同僚の氏名、昭和20年３月10日の空襲により同社工

場が全焼したこと、その後Ｃ国に出張し、戦後、同社系列のＤ社に転籍した経緯等につ

いての供述内容が具体的であり信憑性
しんぴょうせい

が高いことから、申立人が、申立期間において

Ａ社で勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者番号払出簿によれば、申立人は同僚と共に、

昭和 17 年１月１日に労働者年金保険の被保険者番号が払い出されたことが確認でき、

労働者年金保険法は同年６月１日から施行されたことから、申立人は同年６月１日に、

同社において労働者年金保険の被保険者資格を取得したものと推認できる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿には、「保険証焼失セルモ

未交付 21．１．21」と記載されており、同社に係る厚生年金保険記録の一部が戦災に

よって焼失したことがうかがえる上、上述のとおり厚生年金保険被保険者番号払出簿に

おいて申立人に対して被保険者番号が払い出されているにもかかわらず、同被保険者名

簿に申立人の記載が無いことなどから、これらの名簿が通常の事務処理において作成さ

れたものとは考え難く、何らかの事情により消失し、復元されたものと考えられる。な

お、前述の申立人と同時期に入社したとする同僚は、厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）が確認でき、昭和 17 年１月１日に同社において資格取得した記載があるものの、



                      

  

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳は確認できない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における社会保険事務所の年金記録

の管理が適切であったとは考え難く、申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資

格の取得日は昭和 17年６月１日、喪失日はＤ社で被保険者資格を取得した21年８月１

日であると認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和 44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、１万円

とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ製作所（現在は、Ｃ社）における資格喪失日は、昭和20年５月26日

であると認められることから、申立期間の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年３月14日から同年５月26日まで 

Ａ社Ｂ製作所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社同製作所は、昭和 20年５月25日に空襲により全焼したが、同日まで勤務してい

たので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ製作所に勤務していた当時の状況及び昭和 20年５月25日の空襲に遭遇した状

況等に係る申立人の供述には具体性があり、また、当該供述が、Ｃ社から提出のあった

Ａ社に係る記録誌の内容とも一致していることから判断すると、申立人は、申立期間当

時、同社に勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社Ｂ製作所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の資格

喪失日は明確に判読できず、また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（以下「旧

台帳」という。）における資格喪失日（昭和 20年３月10日）は、オンライン記録にお

ける申立人の資格喪失日（昭和 20年３月14日）と相違している。 

さらに、当該被保険者名簿において、昭和 17年１月１日から18年３月９日までの期

間に被保険者資格を取得したことが確認できる者については、申立人と同様、当該被保

険者名簿において資格喪失日が判読できないにもかかわらず旧台帳に資格喪失日が記載

されている者が複数みられる上、当該被保険者名簿における資格喪失日が、旧台帳及び

オンライン記録における資格喪失日と一致しない者も複数みられ、当時、社会保険出張

所（当時）における年金記録の管理が適切に行われていなかったものと考えられる。 

これらの記録を踏まえると、申立人が昭和 20年３月14日にＡ社Ｂ製作所における厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。  



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ製作所における厚生年金保険の被保険

者資格喪失日は、昭和 20年５月 26日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を

改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１万円とすることが

妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、平成 15 年７月１日から 17 年５月 21 日までの期間について、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人の当該期間における標準報酬月額に係る記録を、15 年７

月は 30万円、同年８月から同年 10月までの期間は 22万円、同年 11月は 24万円、同

年 12月及び 16年１月は 22万円、同年２月は 26万円、同年３月は 24万円、同年４月

は 32 万円、同年５月及び同年６月は 30 万円、同年７月は 34 万円、同年８月から同年

11月までの期間は 28万円、同年 12月は 30万円、17年１月は 32万円、同年２月は 30

万円、同年３月は 28万円、同年４月は 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立人は、平成 15年 12月 20日、16年７月 20日及び同年 12月 20日に支給

された賞与において、15年 12月 20日は 20万 8,000円、16年７月 20日は 25万 1,000

円、同年 12月 20日は 18万 5,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、申立人の当該期間における標

準賞与額に係る記録を、15 年 12 月 20 日は 20 万 8,000 円、16 年７月 20 日は 25 万

1,000円、同年 12月20日は18万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（平成 15 年

12 月 20 日については、訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年７月１日から17年５月21日まで 

② 平成15年12月20日 

③ 平成16年７月20日 

④ 平成16年12月20日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①について、厚生年金保険の標準報酬月額の

記録が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違している。当時の給与明細



                      

  

書を提出するので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

また、申立期間②の厚生年金保険の標準賞与額の記録が、実際の賞与額に相当する

標準賞与額と相違している上、申立期間③及び④にＡ社から支給された賞与に係る記

録が無い。これについても当時の賞与支払明細書を提出するので、申立期間②の標準

賞与額を正しい記録に訂正するとともに、申立期間③及び④に支給された賞与につい

て、厚生年金保険の被保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額並びに申立期間②、③及び④の標準賞与額の

相違について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、標準報酬月額（標準賞与額）を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額（賞与額）のそれぞれに基づく標準報酬月額（標準賞

与額）の範囲内であることから、これらの標準報酬月額（標準賞与額）のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間①については、申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書により、

申立人は、当該期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①に係る標準報酬月額については、上記給与明細書において確認で

きる報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、平成15年７月は30万円、同年８月か

ら同年10月までの期間は 22万円、同年11月は24万円、同年12月及び16年１月は

22万円、同年２月は 26万円、同年３月は 24万円、同年４月は 32万円、同年５月及

び同年６月は 30万円、同年７月は 34万円、同年８月から同年 11月までの期間は 28

万円、同年 12 月は 30 万円、17 年１月は 32 万円、同年２月は 30 万円、同年３月は

28万円、同年４月は 30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が当時、申立期間①に係る届出を誤ったことを認めており、また、オンライン記

録上の申立人に係る標準報酬月額の記録と上記給与明細書において確認できる報酬月

額又は保険料控除額を基に算定した標準報酬月額が、全期間にわたり一致していない

ことから、事業主は、当該給与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額

に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に対して届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間②、③及び④については、申立人から提出のあった当該期間に係る賞与支

払明細書及びＡ社の社会保険事務担当者（同社の代表者の妻）の供述により、申立人

は、当該期間に同社から賞与の支払を受け、申立期間②は 20 万 8,000 円、申立期間

③は25万1,000円、申立期間④は 18万5,000円の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間②、③及び④に係る標準賞与額については、上記賞与支払明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、申立期間②は 20 万 8,000 円、申立期

間③は25万1,000円、申立期間④は 18万5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立期間②に係る賞与の届出を誤ったことを認めており、また、申立期間③

及び④に係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出していないことを認めている

ことから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間②、③及び④の標準

賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 19 年７月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務しており、厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる当時の給与明

細書を提出するので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間に係る給与明細書、Ａ社から提出のあった申立人の申立

期間に係る賃金台帳及び出勤簿並びに事業主の回答により、申立人が申立期間も同社に勤務

し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書及び賃金台帳において確認で

きる厚生年金保険料控除額及び報酬月額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主が

当時、申立人の資格喪失日に係る届出を誤ったことを認めており、また、事業主から提出の

あった健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、事業主が社会保険事務

所（当時）に対して、平成19年６月30日を申立人の資格喪失日として届け出ていることが

確認できることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12454 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条本文の規定に

より、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立期間における標準賞与額に係る記録を平成19年８月10日は

25万円、同年10月29日は60万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成19年８月10日 

② 平成19年10月29日 

ねんきん特別便で確認したところ、Ａ社に勤務していた申立期間の賞与に係る記録

が無いことが分かった。会社もそのことに気付き、平成21年12月に社会保険事務所

（当時）に届け出たが、年金の給付額に反映しないため、厚生年金保険の給付額に反

映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された支給控除一覧表から、申立人は、各申立期間の標準賞与額に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①及び②に係る標準賞与額については、支給控除一覧表における賞与

額及び厚生年金保険料控除額から、申立期間①は25万円、申立期間②は60万5,000円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立期間当時の届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該賞与に係る

厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、これを履行して

いないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係るＡ社における資格喪失日は平成２年４月 11 日であると認

められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成元年 12月から２年３月までの標準報酬月額については、14万 2,000円と

することが妥当である。 

また、申立人は、申立期間②のうち平成２年４月 11日から同年12月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、

申立人のＡ社における上記訂正後の資格喪失日（平成２年４月 11 日）の記録を同年 12

月１日に訂正し、同年４月から同年 11月までの標準報酬月額を14万2,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年１月から61年５月まで 

             ② 平成元年12月31日から２年12月１日まで 

Ｂ社に勤務した申立期間①及びＡ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、雇用保険の加入記録により、申立人が当該期間にＡ社に勤務

していたことが確認できる。 

オンライン記録によると、申立期間②のうち平成元年 12 月 31 日から２年４月 11

日までの期間については、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日

（平成元年 12 月 31 日）の後の２年４月 11 日付けで、申立人を含む多数の従業員の

同社における被保険者資格の喪失日が元年 12月31日にさかのぼって記録されている

ことが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本によると、同社が解散したのは平成14年12月＊日で



                      

  

あることが確認できることから、同社は当該期間において法人事業所であり、医療機

関から提出のあった受診記録により、組合管掌健康保険の適用事業所であったことが

確認でき、厚生年金保険法の適用事業所の要件を備えていたものと判断できる。した

がって、適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、さかのぼって申

立人の被保険者資格喪失の処理を行う合理的理由は無く、当該喪失処理に係る記録は

有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社に係る資格喪失日を、社会保険

事務所が当該喪失処理を行った平成２年４月 11日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、平成元年 11 月の社会保険事務所

の記録から、14万2,000円とすることが妥当である。 

  ２ 申立期間②のうち当該喪失処理日（平成２年４月11日）から同年12月１日までの

期間については、さかのぼって被保険者資格の訂正や取消しが行われた形跡は見られ

ず、社会保険事務所の手続に不合理な点が見当たらない。 

一方、上記雇用保険の加入記録から、申立人が当該期間もＡ社に継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、申立人と同様に当該喪失処理が行われている従業員から提出のあった給与明

細において、当該期間の厚生年金保険料が控除されていることが確認できることから、

申立人についても当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人の平成元年 11 月の社会保

険事務所の記録から、14万2,000円とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は当該期間において適用事業所としての記録

が無い。しかし、同社に係る商業登記簿謄本から法人事業所であることが確認でき、

常時従業員が在籍していたことが認められ、厚生年金保険法の適用事業所の要件を備

えていたものと判断できる。 

なお、申立人に係る当該期間の保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は当該期間において適用事業所でありながら、事業主は社会保険事務所に適用の

届出を行っていなかったと認められることから、当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間①について、Ｂ社から提出された「パートタイマー明細」により、申立人

が当該期間においてパートタイマーとして同社で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、「申立人は、健康保険組合及び厚生年金基金の加入記録が無く、

厚生年金保険に加入しておらず、厚生年金保険料は控除していないと思う。また、準

社員の社会保険の加入の取扱いは、契約時間によって、加入条件に該当する従業員の

み手続を行っていたと思う。」と供述している。 

また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿に申立人の氏名の記載が無い上、健康保険

の整理番号に欠番は無く、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関



                      

  

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成 10 年９月

から 12年９月までの期間は 24万円、同年 10月から 13年９月までの期間は 26万円、

同年 10 月から 15 年８月までの期間は 28 万円、同年９月から 17 年６月までの期間は

30 万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当するこ

とから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の金額とされている。 

しかし、申立人は、申立期間①のうち平成 10 年 10 月１日から 17 年７月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の

保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

当該期間の標準報酬月額の記録を 10年10月から12年９月までの期間は24万円、同年

10月から 14年９月までの期間は 28万円、同年 10月から 16年９月までの期間は 30万

円、同年10月から 17年６月までの期間は 32万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立人の申立期間②ないし⑥に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、当該期間の

標準賞与額に係る記録を、平成 15年６月25日は54万円、同年12月25日は59万円、

16年６月25日は55万円、同年 12月25日は60万円、17年６月25日は56万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成10年９月１日から17年７月１日まで 

② 平成15年６月25日 



                      

  

③ 平成15年12月25日 

④ 平成16年６月25日 

⑤ 平成 16年12月25日 

⑥ 平成17年６月25日             

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が給与の報

酬額より低く、申立期間②ないし⑥の標準賞与額の記録が無いことが分かった。申立

期間は同社の事後訂正の届出により記録訂正されたが、年金額の給付には反映されな

い記録となっている。各申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によると、申立人は、申立期間①のうち、

平成10年10月１日から17年７月１日までの期間については、当初記録されていた標準報

酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、当該期間における申立人の標準報酬月額については、｢給与・賞与明細一覧

表｣において確認できる保険料控除額から、平成 10年 10月から12年９月までの期間は24

万円、同年10月から14年９月までの期間は28万円、同年10月から16年９月までの期間

は30万円、同年10月から17年６月までの期間は32万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、当該期間に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 10 年９月１日から同年 10 月１日までの期間については、

「給与・賞与明細一覧表」において給与からの保険料控除が確認できないことから、特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②ないし⑥について、Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣により、申

立人は、当該期間に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間に係る標準賞与額は、｢給与・賞与明細一覧表｣において確認でき

る保険料控除額から、申立期間②は54万円、申立期間③は59万円、申立期間④は55万円、

申立期間⑤は60万円、申立期間⑥は56万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、当該期間に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12462 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①のうち、平成 13年10月１日から14年10月１日までの期間について、申

立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 24 万

円に訂正することが必要である。 

また、申立期間①のうち、平成 14 年 10 月１日から 17 年９月１日までの期間につい

て、申立人に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、14 年 10 月から 15 年８月

までの期間は 24万円、同年９月から 16年８月までの期間は 26万円、同年９月から 17

年８月までの期間は 28万円とされているところ、当該額は、厚生年金保険法第75条本

文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額とならない記録

とされている。 

しかし、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を

取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、当該期間の標準報酬月額の記録を、平成14年10月から同

年 12 月までの期間は 24 万円、15 年１月から 16 年３月までの期間は 26 万円、同年４

月から同年９月までの期間は 28万円、同年10月から17年８月までの期間は30万円に

訂正することが必要である 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立人の申立期間②ないし⑥に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、当該期間の

標準賞与額に係る記録を、平成 15年６月25日は51万円、同年12月25日は57万円、

16年６月25日は53万円、同年 12月25日は59万円、17年６月25日は55万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 



                      

  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 13年10月１日から17年９月１日まで 

② 平成15年６月25日 

③ 平成 15年12月25日 

④ 平成16年６月25日 

⑤ 平成 16年12月25日 

⑥ 平成17年６月25日             

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が給与の報

酬額より低く、申立期間②ないし⑥の標準賞与額の記録が無いことが分かった。申立

期間は同社の事後訂正の届出により記録訂正されたが、年金額の給付には反映されな

い記録となっている。各申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によると、申立人は、申立期間①に、

当初記録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立期間①における申立人の標準報酬月額については、｢給与・賞与

明細一覧表｣において確認できる保険料控除額から、平成 13年 10月から 14年 12月

までの期間は 24万円、15年１月から 16年３月までの期間は 26万円、同年４月から

同年９月までの期間は 28万円、同年10月から17年８月までの期間は30万円に訂正

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、申立期間①に係る厚生年金保険料

を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②ないし⑥について、Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によ

り、申立人は、当該期間に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間に係る標準賞与額は、｢給与・賞与明細一覧表｣において確認

できる保険料控除額から、申立期間②は 51万円、申立期間③は57万円、申立期間④

は53万円、申立期間⑤は 59万円、申立期間⑥は55万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ



                      

  

いては、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、当該期間に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12463 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成 13 年９月

から15年８月までの期間は 24万円、同年９月から17年７月までの期間は26万円とさ

れているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年

金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の金額とされている。 

しかし、申立人は、申立期間①のうち平成 13 年 10 月１日から 17 年８月１日まで期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、13年 10月から 14年９月までの期間は 24万円、

同年 10月から 16年９月までの期間は 26万円、同年 10月から 17年７月までの期間は

28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立人の申立期間②ないし⑥に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、当該期間の

標準賞与額に係る記録を、平成 15年６月25日は40万円、同年12月25日は48万円、

16年６月25日は45万円、同年 12月25日は51万円、17年６月25日は48万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 13年９月１日から17年８月１日まで 

② 平成15年６月25日 

③ 平成 15年12月25日 



                      

  

④ 平成16年６月25日 

⑤ 平成 16年12月25日 

⑥ 平成17年６月25日 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が給与の報

酬額より低く、申立期間②ないし⑥の標準賞与額の記録が無いことが分かった。申立

期間は同社の事後訂正の届出により記録訂正されたが、年金額の給付には反映されな

い記録となっている。各申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によると、申立人は、申立期間①の

うち、平成 13 年 10 月１日から 17 年８月１日までの期間については、当初記録され

ていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、当該期間における申立人の標準報酬月額については、｢給与・賞与明

細一覧表｣において確認できる保険料控除額から、平成13年10月から14年９月まで

の期間は 24万円、同年 10月から 16年９月までの期間は 26万円、同年 10月から 17

年７月までの期間は 28万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、当該期間に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

また、申立期間①のうち、平成 13年９月１日から同年10月１日までの期間につい

ては、「給与・賞与明細一覧表」において給与からの保険料控除が確認できないこと

から、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

２ 申立期間②ないし⑥について、Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によ

り、申立人は、当該期間に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間に係る標準賞与額は、｢給与・賞与明細一覧表｣において確認

できる保険料控除額から、申立期間②は 40万円、申立期間③は48万円、申立期間④

は45万円、申立期間⑤は 51万円、申立期間⑥は48万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、当該期間に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12464 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①のうち、平成 16 年４月１日から同年９月１日までの期間について、申立

人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 24 万円

に訂正することが必要である。 

また、申立期間①のうち、平成 16年９月１日から17年９月１日までの期間について、

申立人の標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、24 万円とされているところ、当該

額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額は訂正前の金額とされている。 

しかし、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を

取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、当該期間の標準報酬月額の記録を 24 万円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立人の申立期間②ないし⑥に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、当該期間の

標準賞与額に係る記録を、平成 15年６月25日は35万円、同年12月25日は45万円、

16年６月25日は40万円、同年 12月25日は48万円、17年６月25日は45万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年４月１日から17年９月１日まで 



                      

  

② 平成15年６月25日 

③ 平成 15年12月25日 

④ 平成16年６月25日 

⑤ 平成 16年12月25日 

⑥ 平成17年６月25日             

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が給与の報

酬額より低く、申立期間②ないし⑥の標準賞与額の記録が無いことが分かった。申立

期間は同事務所の事後訂正の届出により記録訂正されたが、年金額の給付には反映さ

れない記録となっている。各申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額を正しい記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によると、申立人は、申立期間①に、

当初記録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立期間①における申立人の標準報酬月額については、｢給与・賞与

明細一覧表｣において確認できる保険料控除額から、24 万円に訂正することが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、申立期間①に係る厚生年金保険料

を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②ないし⑥について、Ａ社から提出のあった｢給与・賞与明細一覧表｣によ

り、申立人は、当該期間に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間に係る標準賞与額は、｢給与・賞与明細一覧表｣において確認

できる保険料控除額から、申立期間②は 35万円、申立期間③は45万円、申立期間④

は40万円、申立期間⑤は 48万円、申立期間⑥は45万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主が届出誤りにより事後訂正を行い、当該期間に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12468 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から３年11月26日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違しているため、申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成３年

11 月 26 日より後の４年４月１日付けで、申立人の申立期間に係る標準報酬月額が 53

万円から 44 万円にさかのぼって減額訂正されていることが確認できる上、申立人のほ

かにも申立人と同様に標準報酬月額が減額訂正されている者が確認できる。 

一方、申立人から提出された給与支払明細書及び平成２年分源泉徴収票により、申立

期間において 53 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う合理的な

理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た53万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

（当時）に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬

月額の記録を昭和 59年11月から 60年６月までの期間は38万円、同年７月から同年９

月までの期間は 41万円、同年 10月から61年３月までの期間は47万円に訂正すること

が必要である。 

申立期間③について、申立人のＢ社における資格喪失日は、平成５年４月１日である

と認められることから、申立人の当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、平成３年３月から同年７月

までの期間は 30万円、同年８月から５年３月までの期間は53万円に訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年11月１日から61年４月30日まで 

② 昭和 61年４月30日から同年７月１日まで 

③ 平成３年３月１日から５年４月１日まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①について、厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違して

いることが判明した。また、申立期間②の加入記録が無いことが判明した。さらに、

Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間③について、前半の 12 か月間の厚生年金保険

の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相違しており、また、

後半の 13 か月間の加入記録が無いことが判明した。申立期間①、②及び③について、

標準報酬月額が相違している期間の記録を正しいものに訂正するとともに、加入記録

が無い期間は厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の同社に

おける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、昭和 59 年 11 月から 60 年６月までの



                      

  

期間は38万円、同年７月から同年９月までの期間は41万円、同年10月から61年３

月までの期間は 47 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなった同年４月 30 日に、申立期間①について６万 8,000 円へとさかの

ぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、商業登記簿謄本から、申立人が申立期間①においてＡ社の取締役であったこ

とが確認できる。しかし、同社の複数の従業員は、「申立人は、営業職であり、社会

保険の届出事務に関与していなかった。」と供述していることから、申立人が当該

遡及
そきゅう

訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の標準報酬

月額の記録をさかのぼって減額訂正処理する合理的な理由は無く、標準報酬月額につ

いて有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た昭和 59 年 11 月から 60 年６月までの

期間は38万円、同年７月から同年９月までの期間は41万円、同年10月から61年３

月までの期間は 47万円とすることが必要である。 

２ 申立期間③について、オンライン記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった平成５年４月１日に、申立人を含む 22人の被保険者が４年10月の定時決定

の記録を取り消され、資格喪失日が同年３月 31 日にさかのぼって処理されているこ

とが確認できる。 

また、申立人のＢ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年３月

から同年７月までの期間は 30万円、同年８月から５年３月までの期間は53万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年４月

１日に、申立人を含む４人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、

申立人の場合、３年３月から４年２月までの期間について８万円へと減額訂正されて

いることが確認できる。 

一方、Ｂ社の商業登記簿謄本から、申立人が申立期間③当時、同社の取締役であっ

たことが確認できる。しかし、同社の複数の従業員は、「申立人は、営業職であり、

社会保険の届出事務に関与していなかった。」としている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の被保険者

資格の喪失に係る処理及び標準報酬月額の減額訂正処理をさかのぼって行う合理的な

理由は無く、当該資格喪失及び標準報酬月額に係る記録訂正は有効なものとは認めら

れず、申立人のＢ社における資格喪失日は、当該処理が行われた平成５年４月１日で

あると認められ、また、申立人の申立期間③に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た３年３月から同年７月までの期間は 30 万円、同年８月から

５年３月までの期間は 53万円とすることが必要である。 

３ 申立期間②について、雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に継続して勤務して

いたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、同社は、申立期間②当時、



                      

  

厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、当時の複数の従業員は、当時の事業主が経理担当であった旨供述しているが、

当時の事業主とは連絡が取れないため供述が得られず、申立人の申立期間②に係る厚

生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

さらに、上記従業員は、申立期間②の給与明細書は保管していない旨供述している

ことから、当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12480 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であった

と認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を 41 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年12月１日から13年９月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月額の記録

が実際に支給を受けていた報酬月額に基づいて決定されておらず、給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額より低い。申立期間に係る給料明細書及び源泉徴

収票を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によれば、申立期間のうち、平成 11 年 12 月から 12 年７月までの

期間の標準報酬月額は、当初、申立人が主張する 41 万円と記録されていたところ、

同年８月３日付けで、11 年 12 月１日にさかのぼって随時改定が行われ、標準報酬月

額は 26 万円に引き下げられており、申立人と同様にＡ社の代表取締役及び取締役二

人を含む 25 人についても、同時期に標準報酬月額の減額訂正が行われていることが

確認できる。 

  一方、商業登記簿謄本により、上記減額訂正が行われた当時、申立人は、Ａ社の役

員ではなかったことが確認でき、また、申立人は、同社で品質管理業務を担当してい

た旨供述しており、同社の事業主及び複数の従業員も、申立人は品質管理業務を担当

していた旨供述していることから、当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していた

とは認められない。 

  また、Ａ社の事業主は、「当時社会保険料を滞納し、社会保険事務所（当時）に出

向いた際に、関係書類数枚に代表者印を押した。申立期間当時の社会保険の手続は、

すべて自分が担当していた。」と供述している。 

  これらの事実を総合的に判断すると、平成 12 年８月３日付けで行われた標準報酬

月額の随時改定は、事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が申立人の標準

報酬月額について 11年12月１日にさかのぼって減額処理を行う合理的な理由があっ



                      

  

たとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申

立人の申立期間のうち、同年 12月から12年９月までの標準報酬月額については、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た 41万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成 12 年 10 月から 13 年８月までの期間の標準報酬月額につい

て、申立人が提出した 12年10月から同年12月までの給料明細書及び平成13年分源

泉徴収票から、申立人は、その主張する標準報酬月額（41 万円）に相当する厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていることが確認できる。 

  一方、オンライン記録において、当該期間の標準報酬月額は、平成12年10月１日

の定時決定において、26 万円と記録されているところ、当該定時決定に係る事務処

理は、上記随時改定の事務処理が行われた同年８月３日の直後の同年８月９日に行わ

れたものであることが確認できる。 

  これらの事実を総合的に判断すると、当該期間の標準報酬月額の記録については、

有効な随時改定とは認められない減額処理に連動してなされた処理の結果であると考

えられ、平成 12年10月１日の定時決定に係る処理は、有効な処理であったとは認め

られないことから、申立人の当該期間の標準報酬月額については、41 万円に訂正す

ることが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は昭和 41 年７月１日であると認められることから、

厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 40年９月から 41年６月までの標準報酬月額については、３万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年９月16日から41年９月１日まで 

Ａ社からＢ社へと社名が変わったが継続して勤務していたのに、両社に勤務した期

間のうち申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間も勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間のうち、昭和 40年９月16日から41年６月30日までの期間につ

いて、Ａ社の複数の従業員の文書回答から、Ａ社に勤務していたことが認められ、また、

同年７月１日からＢ社において雇用保険の加入記録があることから、同社に勤務してい

たことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、同社が適用事業所でなくなった昭

和41年５月１日の後の同年７月 19日に、資格喪失日をさかのぼって40年９月16日と

する資格喪失手続が申立人を含め 16 人の従業員に対してなされていることが確認でき

る。 

また、上記被保険者名簿によると、申立人及び申立人と同じ昭和40年９月16日で資

格喪失している従業員 15人の計16人の全員について、Ａ社が適用事業所でなくなった

後の41年７月 28日に40年10月の定時決定がさかのぼって行われている。 

さらに、Ａ社が適用事業所でなくなった日（昭和 41 年５月１日）において、同社は

法人事業所であり、常時５名以上の従業員が在籍していたと認められ、当時の厚生年金

保険法の適用事業所としての要件を満たしていたと認められることから、昭和 41 年７

月 19 日に同社について、適用事業所でなくなったとする処理を行ったことに合理的な

理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、昭和 41年７月19日付けで行われた申立人に係る資格

喪失処理は事実に即したものとは考え難く、合理的な理由があったとは認められないこ



                      

  

とから、申立人の資格喪失日は、上述の従業員の文書回答及び雇用保険の加入記録から、

同年７月１日であると認められる。 

なお、昭和 40年９月から 41年６月までの標準報酬月額については、申立人のＡ社に

おける 40 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万円とすることが妥当であ

る。 

一方、申立期間のうち、昭和 41 年７月１日から同年９月１日までの期間については、

Ｂ社は同年７月１日に設立登記され、雇用保険の記録から、申立人が同社に勤務してい

たことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、Ｂ社は昭和 41 年９月１日に適用事業所と

なっており、当該期間は適用事業所ではないことが確認できる上、Ａ社及びＢ社の事業

主は既に死亡しており、当時の申立人に係る保険料控除について、確認することができ

ない。 

また、Ａ社及びＢ社の事業所別被保険者名簿から、従業員 11 人に文書照会を行い、

５人から回答があったが、保険料控除について覚えている者はおらず、保険料控除につ

いて確認することができない。 

このほか、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12482 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

の記録を平成８年８月から９年９月までの期間は 56 万円、同年 10 月から 12 年２月ま

での期間は59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年８月１日から12年３月31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額がそれ以

前の標準報酬月額より低くなっている。申立期間のうち一部期間の給与明細書を提出

するので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成８年８月から９年９月までの期間は 56 万円、同年 10 月から 12 年２月までの

期間は 59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった日（平成 12年３月 31日）の後の同年４月７日付けで、９万8,000円にさかの

ぼって減額訂正が行われたことが確認できる。 

また、Ａ社の事業主及び複数の従業員は、「申立人は、設計、営業の業務を担当して

おり、社会保険の届出事務に関与していなかった。」と供述していることから、申立人

が当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、標準報酬月額をさかのぼっ

て減額訂正する合理的な理由は無く、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た、平成８年８月から９年９月までの期間は 56 万円、同年

10月から12年２月までの期間は 59万円と訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12487                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和

17 年６月１日、資格喪失日は 20 年３月 10 日であると認められることから、厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、１万円とすることが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和17年４月から20年３月まで 

Ａ社に勤務した申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間にお

いて同社の部品製作工場で勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、「申立期間は申立人と同じくＡ社の部品製作工場で勤務し

ていた。」と回答している元従業員の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 20

年３月10日であること及び申立人のＡ社での仕事の内容、同僚の氏名、同年３月10日

の空襲により同社工場が全焼したこと等についての供述内容から、申立人が、申立期間

において同社で勤務していたことが推認できる。 

また、厚生年金保険被保険者番号払出簿によれば、申立人は、前述の元従業員と共に、

昭和 17 年１月１日に労働者年金保険の被保険者番号が払い出されたことが確認でき、

労働者年金保険法は同年６月１日から施行されたことから、申立人は同年６月１日にＡ

社において、労働者年金保険の被保険者資格を取得したものと推認できる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿には、「保険証焼失セルモ

未交付 21．１．21」と記載されており、同社に係る厚生年金保険記録の一部が戦災に

よって焼失したことがうかがえる上、上述のとおり厚生年金保険被保険者番号払出簿に

おいて申立人に対して被保険者番号が払い出されているにもかかわらず、同被保険者名

簿に申立人の記載が無いことなどから、これらの名簿が通常の事務処理において作成さ

れたものとは考え難く、何らかの事情により消失し、復元されたものと考えられる。な

お、申立人と共に申立期間に同社において勤務したとする元従業員及び他の元従業員１



                      

  

名の計２名に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）が確認でき、これらの者は昭和

17 年１月１日に資格取得した記載があるものの、申立人に係る厚生年金保険被保険者

台帳は確認できない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における社会保険事務所の年金記録

の管理が適切であったとは考え難く、申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資

格の取得日は昭和 17 年６月１日、喪失日は同社工場が空襲で全焼した 20 年３月 10 日

であると認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和 44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、１万円

とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12488 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記

録を昭和30年２月 27日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万8,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年２月 27日から 33年１月 16日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

昭和 24 年２月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除さ

れていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社の辞令及びＣ社（昭和 36 年４月１日にＡ社からＣ社に

名称変更）の社史から、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務していたこと

が認められる。 

そして、Ｂ社の人事担当者は、「申立人は、Ａ社に継続して勤務していたので、申立

期間における厚生年金保険料は、当然控除されていたはずである。」旨供述している上、

「申立人は、申立期間当時、Ａ社Ｄ工場長であったが、同社同工場の副工場長兼本社営

業部長であった同僚は、同社本社で昭和 29 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格

を取得していることが確認できることから、申立人の所属も本社であると考えられ

る。」旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

なお、申立人のＡ社Ｅ工場から同社本社への異動日については、申立人は、「申立期



                      

  

間の直前まで、同社同工場の業務課長として勤務しており、昭和 29 年 11 月 27 日の株

主総会で取締役Ｄ工場長に就任したが、本社の取締役として、すぐには赴任せず、30

年２月下旬に赴任した。」旨供述していることから、昭和30年２月27日とすることが

妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 33 年１月の

オンライン記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は納付したとしているが、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出

された場合には、その後、被保険者報酬月額算定基礎届を提出する機会があったことに

なるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しないとは

考え難いことから、事業主が昭和 33年１月16日を申立人の資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る 30 年２月から 32 年 12 月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12489 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年６月１日から同年 12 月１日までの期間については、申立人は、当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年６月１日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 36万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人の平成３年 12 月 31 日から４年 10 月５日までの期間に係るＡ社におけ

る資格喪失日は、同年 10 月５日であると認められることから、厚生年金保険被保険者

資格喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額については、36 万円とする

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年６月１日から同年12月１日まで 

             ② 平成３年12月31日から４年10月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には平成３年６月１日から４年 10 月４日まで継続して勤務し、申立期間中、厚

生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間①及び②について厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の元従業員による「申立人は、平成３年６月ごろから営

業担当として同社に勤務していたことを記憶している。」旨の供述から判断すると、申

立人は、当該期間において同社に勤務していたことが認められる。 

そして、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から当該期間当時に厚生年金

保険に加入していたことが確認できる元従業員は、「同社は、試用期間が無く、私は入

社と同時に厚生年金保険の加入記録があり、正社員として新規事業の営業担当であった

申立人も試用期間は無く、厚生年金保険に加入して給与から厚生年金保険料が控除され

ていたはずである。」旨供述している。 



                      

  

このことは、上記元従業員が入社したと供述している時期と上記被保険者名簿におけ

る同人の被保険者資格取得日が一致していることから確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年 12 月の

オンライン記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ａ社は、平成３年 12月31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、当時の事業主は所在不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

申立期間②については、Ａ社の元従業員による「申立人は、平成４年 10 月上旬まで

は営業担当として同社に在籍していた記憶があり、厚生年金保険関係の事務手続には関

与していなかった。」旨の供述から判断すると、申立人は、当該期間において、同社に

勤務していたことが認められるところ、オンライン記録によると、同社が厚生年金保険

の適用事業所ではなくなった平成３年 12 月 31 日より後の５年 12 月２日付けで、申立

人の同社における厚生年金保険被保険者資格は、３年 12月31日にさかのぼって喪失処

理されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同日（平成５年 12 月２日）付けで、被保

険者資格が平成３年 12月31日にさかのぼって喪失処理されたＡ社の元従業員は、申立

人を含め７人確認できる。 

さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、同社は、申立期間②において、解散・閉鎖

されてはおらず、法人格を有していたことが確認でき、厚生年金保険法に定める適用事

業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年12月31日に被保険者資格

を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録が有効なものとは

認められず、申立人のＡ社に係る資格喪失日は、元従業員の供述から４年 10 月５日に

訂正し、同年１月から同年９月までの標準報酬月額は、申立人のＡ社における３年 12

月のオンライン記録から、36万円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案12490 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、Ａ社Ｂ支店における申立人の被保険

者記録のうち、当該期間に係る資格喪失日（昭和 23 年 10 月 31 日）及び資格取得日

（昭和23年12月１日）を取り消し、当該期間の標準報酬月額を7,500円とすることが

必要である。 

申立期間②については、申立人のＡ社本社における資格喪失日は、昭和 26 年７月 19

日であると認められることから、当該期間の厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

申立期間③については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪

失日に係る記録を昭和 27 年９月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000 円と

することが必要である。 

申立期間④については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｄ支店における資格取

得日に係る記録を昭和 28年６月 20日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を8,000円と

することが必要である。 

申立期間⑤については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｄ支店における資格喪

失日に係る記録を昭和 29 年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①、③、④及び⑤の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 23年10月31日から同年12月１日まで 

             ② 昭和 26年７月２日から同年７月19日まで 

             ③ 昭和 27年８月１日から同年９月１日まで 

④ 昭和28年６月20日から同年７月１日まで 



                      

  

⑤ 昭和28年12月15日から29年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①から⑤までの厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間中、支店間の異動はあったが厚生年金保険料が給与から控除されていた

はずなので、申立期間①、③、④及び⑤について厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

また、申立期間②については、申立てが認められても、厚生年金保険の加入月数が

増加することは無く、年金支給額に変更が無いことは承知しているが、Ａ社に勤務し

ていたことは確かなので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ支店において昭

和 23 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年 10 月 31 日に資格を喪

失後、同年12月１日に同社Ｂ支店において再度資格を取得しており、同年10月及び同

年11月の被保険者記録が無い。 

しかしながら、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から判断する

と、申立人は、同社Ｂ支店に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の人事担当者は、「当社の人事記録から、申立人は、昭和 19 年 12 月 16

日から 56 年３月まで継続して勤務していることが確認でき、申立期間①及びその前後

の期間において、業務内容や勤務形態に変更は無かった。」旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 23

年９月の社会保険事務所（当時）の記録から、7,500円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日及び取得日について、誤って届け出

たことを認めており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和23年10月及び

同年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

申立期間②については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から、

申立人は、申立期間②において同社に継続して勤務（同社本社から同社Ｅ支店に異動）

していたことが認められる。 

そして、申立人のＡ社本社から同社Ｅ支店への異動日については、申立人は、「本社

における資格を喪失した昭和 26 年７月２日以後、２週間程度、本社に在籍し、残務整

理を終えた後、Ｅ支店に赴任した。」旨供述していることから、昭和26年７月19日と

することが妥当である。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立期間②について、申立人のＡ社本社における厚生

年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 26年７月19日であると認められる。 

申立期間③については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から

判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同社Ｃ支店から同社Ｅ支店に異動）、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

そして、申立人のＡ社Ｃ支店から同社Ｅ支店への異動日については、申立人は、「昭

和 27 年８月１日以後も、Ｃ支店の出張命令で工事に従事し、その終了後、同支店にお

ける業務の引継ぎや残務整理に時間がかかり、結局、Ｅ支店には翌月になってから赴任

した。」旨供述していることから、同年９月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 27

年７月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日について昭和 27 年９月１日と届け

出るべきところ、誤って同年８月１日として届け出たことを認めており、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間③に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間④については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から

判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

そして、申立人のＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店への異動日については、申立人は、「Ｃ

支店から２、３日で異動したため、同支店の資格喪失日である昭和28年６月20日ごろ

にはＤ支店に赴任した。」旨供述していることから、昭和28年６月20日とすることが

妥当である。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ支店における昭和 28

年７月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日について昭和28年６月20日と届け

出るべきところ、誤って同年７月１日として届け出たことを認めており、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間④に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間⑤については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から

判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同社Ｄ支店から同社Ｃ支店に異動）、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 



                      

  

そして、申立人のＡ社Ｄ支店から同社Ｃ支店への異動日については、申立人は、「Ｄ

支店における業務の引継ぎや残務整理のため、年内一杯まで同支店で勤務し、年明けか

らＣ支店に赴任した。」旨供述していることから、昭和 29 年１月１日とすることが妥

当である。 

また、申立期間⑤の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ支店における昭和 28

年11月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日について昭和 29 年１月１日と届け

出るべきところ、誤って 28 年 12 月 15 日として届け出たことを認めており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間⑤に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12494 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を昭和 21 年

11 月１日に、資格喪失日に係る記録を 22 年５月 19 日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を600円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年11月１日から22年５月19日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

昭和 16 年４月１日に入社し、定年により退職する 47 年４月 20 日まで継続して勤務

しており、申立期間当時転勤により同社Ｃ工場に勤務し、厚生年金保険料は控除され

ていたので、申立期間も被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

現在、軍需会社当時のＡ社の人事記録を保管しているＤ社及びＥ社から提出された人

事記録によると、申立人は、昭和 16 年４月１日にＡ社へ入社し、47 年４月＊日に定年

退職するまで同社に継続して勤務していることが認められ、このうち申立期間は、Ａ社

Ｃ工場に勤務していることが確認できる。 

しかしながら、Ｅ社の社史によれば、Ａ社Ｃ工場は、昭和 20 年７月の空襲で焼失し

た同社Ｂ工場に替わる工場として復元されることとなったが、21 年 11 月１日時点では、

組織の立ち上げにとどまり、本格的な操業には至っていないことが確認できる。 

一方、オンライン記録で確認できるＡ社Ｃ工場の記録により、同工場が厚生年金保険

の適用事業所となった昭和 22 年８月１日において、厚生年金保険の被保険者資格取得

の記録が確認できる４人について、厚生年金保険被保険者台帳の加入記録を確認したと

ころ、全員が、同年８月１日以前は同社Ｂ工場で厚生年金保険の被保険者記録があるこ



                      

  

とが確認できる。 

また、Ａ社Ｃ工場が厚生年金保険の適用事業所となる以前に在籍している従業員は、

同社Ｂ工場において厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる。 

さらに、上記４人の従業員のうちの一人は、Ａ社Ｃ工場で自家用トラックの運転手の

募集があり同工場に入社した旨供述しているものの、同工場が厚生年金保険の適用事業

所となる昭和 22 年８月１日以前は、同社Ｂ工場で厚生年金保険の被保険者資格取得手

続が行われていることが確認できる。 

これらのことを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料をＡ

社Ｂ工場において事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間当時Ａ社Ｂ工場において厚生年

金保険の被保険者記録が確認できる従業員の記録から、600 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出

された場合には、その後、被保険者資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していないとは考え

難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておら

ず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 21 年 11 月から 22 年４月までの

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案12495 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62年８月28日から同年９月１日までの期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を昭和 62 年９月１日に訂

正し、当該期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年５月31日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 62年８月28日から同年９月１日まで 

Ｃ社（現在は、Ｄ社）に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記

録が無い。同社には、昭和 57年５月31日付けの退職届を提出し同日に退職した。 

また、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。

Ａ社からＢ社に異動し、Ａ社及びＢ社発行の在籍証明書もある。 

申立期間①及び②も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、Ｂ社（Ａ社と合併）は、申立人のＡ社における在籍期間を昭

和 57 年６月１日から 62 年８月 31 日までと回答しているほか、Ａ社及びＢ社発行の

在籍証明書並びに従業員の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭

和 62 年９月１日に同社からＢ社に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 62 年７

月のオンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当時の資料が無く不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこ

とから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立



                      

  

てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 

  ２ 申立期間①について、Ｄ社の回答及び同社提出の昭和 57 年６月２日付けの人事異

動通知から判断すると、申立人が同年５月 31 日までＣ社に勤務していたことが確認

できる。 

    しかし、申立人の雇用保険の加入記録によれば、資格取得日は昭和 54 年４月１日、

離職日は57年５月 30日となっており、申立期間①は勤務した期間となっていない。 

    また、Ｄ社は、申立期間①当時の月末退職者の厚生年金保険の取扱い、厚生年金保

険料控除については資料が廃棄済みのため不明と回答している。 

一方、当時の、社会保険及び給与事務担当者は、月末退職者の厚生年金保険被保険

者資格喪失日を月末日にしていた可能性がある旨供述している。 

このことは、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立人の前後計350人のう

ち厚生年金保険の被保険者資格喪失者は 199 人おり、その資格喪失日は、月初日が

10 人、月中日が 54 人、月末日が 135 人確認でき、月初日喪失者の 10 人は、それぞ

れ人事異動及び 60歳以上であることからも確認できる。 

さらに、Ｄ社は、当時のＣ社においては、給与は当月末締め当月 20 日支払、厚生

年金保険料の控除は翌月控除である旨回答しており、複数の従業員は、退職月に２か

月の厚生年金保険料の控除は無かった旨、及び退職月の厚生年金保険料を現金で徴収

する請求も無かった旨供述している。 

これらのことから判断すると、Ｃ社の月末退職者の資格喪失日を月末日とする取扱

いがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を平成18年７月12日

及び同年 12月 13日は 50万円、19年７月 14日は 75万 6,000円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23年生 

住 所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成18年７月12日 

              ② 平成 18年12月13日 

              ③ 平成 19年７月14日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、各申立期間に係る賞与から厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、標準賞与額の記録が無いので、厚生年

金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①から③までについて、申立人から提出されたＢ社作成の賞与の支給額が

記載されている給与支給明細書により、申立人は当該期間における標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準

賞与額の範囲内であり、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。したがって、申立人の標準賞与額については申立人から提出された上記給与支

給明細書における賞与額から、申立期間①及び②は 50 万円、申立期間③は 75 万

6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当時の資料を紛失したため、不明としており、これを確認できる関連資料及



                      

  

び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの賞与に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められな

い。 



                      

  

東京厚生年金 事案12497 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月 26 日から 44 年６月１日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を 43年４月 26日に、資

格喪失日に係る記録を 44 年６月１日とし、当該期間の標準報酬月額を４万 5,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年４月１日から44年６月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間は同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、昭和 43年４月26日からＡ社に継続して勤務し

ていることが確認できる｡ 

また、現在のＢ社の取締役である社会保険事務担当者は、はっきりしたことは分から

ないが、申立人は、申立期間のうち昭和 43 年４月 26 日から 44 年６月１日までの期間

は正社員として働いていたと思う旨回答している。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、当該期間当時、事業主を含め４

人が厚生年金保険の被保険者として記録されており、加えて、当該被保険者名簿から照

会し回答のあった従業員は、当該期間当時、事業主を除き従業員は４人勤務していた旨

供述していることから判断すると、当該被保険者名簿に加入記録がある従業員と申立人

を含めた４人が、当該期間当時、Ａ社に在籍しており、申立人以外の従業員は厚生年金

保険の被保険者であったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同様の職種であり同年齢の者の



                      

  

社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社は、当時

の資料を保存していないことから、申立人の厚生年金保険料の控除について不明として

いるが、当該期間の事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、

申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考え難い。また、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪

失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が

当該届出を記録していないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資

格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和43年４月から 44年５月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

なお、昭和 43年４月１日から同年４月 25日までの期間については、申立人がＡ社に

勤務していたことは確認できない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8591 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年１月から 49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年１月から49年３月まで 

 私たち夫婦は、夫が昭和 45 年１月に会社を退職した直後に国民年金の加入手続を

行い、その後の夫婦の国民年金保険料を一緒に納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、夫が昭和 45 年１月に厚生年金保険の適

用事業所を退職した直後から夫婦一緒に国民年金保険料を納付し始めたと説明している

が、申立期間当時の保険料額等に関する記憶が曖昧
あいまい

また、夫の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 49 年７月ごろに払い出され

ており、申立期間当時に夫に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらず、夫は、45 年１月は国民年金に未加入であり、同年２月から 48 年３

月までの期間の保険料が未納であるほか、申立人の希望により実施した口頭意見陳述に

おいても、上記以外の状況は確認できなかったなど、申立人及びその夫が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8592 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年８月の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年８月 

 私は、平成元年７月末に厚生年金保険の適用事業所を退職し、国民年金の第３号被

保険者の加入手続をした後、退職直後の月に国民年金保険料の未納があると知ったた

め、保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付方法、納付場所、保険料額等に関する記

憶が曖昧
あいまい

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

であり、申立人に当時の保険料の納付状況等について問い合わせをしたもの

の、申立人から十分な協力が得られないため、当時の状況が不明であるなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8593 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年８月から 49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年８月から49年３月まで 

    私の母は、昭和 48 年ごろに私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、加入手続及び保険料の納付を行っていたとする母親から当時の納付状況等を聴

取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、昭和 48 年ごろに母親が国民年金の加入手続をしてくれたと主張し

ているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は 57 年７月に払い出されており、申立人

は申立期間当時に母親から年金手帳を受領した記憶は無いと説明しているほか、申立期

間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらず、申立人は母親から保険料をさかのぼって納付したことを聞いたことがないと説

明しているなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8594 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年 10 月から 55 年２月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年10月から55年２月まで 

    私の母は、私が 20 歳になったときに国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年

金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、加入手続及び保険料の納付を行っていたとする申立人の母親は、国民年金の加

入時期、加入場所及び保険料の納付方法、納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間は、申立人が当時大学生であったため、国民年金の任意加入対象期間

であり、申立期間当時、申立人の住民票があった市の国民年金被保険者名簿及び特殊台

帳には昭和51年10月１日に国民年金の資格を喪失したことが明記されていることから、

申立期間は国民年金に未加入期間となり、保険料を納付することができない期間である

ほか、申立人の弟も大学生であった 54年８月から58年３月までの間に国民年金手帳の

記号番号が払い出されていた記録が無く、国民年金に未加入であるなど、申立人の母親

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8597 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年４月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成８年４月から 10年３月まで 

    私は、平成 10 年４月の会社入社直後に人事担当者に国民年金の加入を勧められ、

区役所か社会保険事務所（当時）でさかのぼって２年分の国民年金保険料をまとめて

納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、平成 10 年４月の会社入社直後に２年分の保険料を一

括して納付したと説明しているが、当該納付時点では、申立期間のうち平成８年度の保

険料は過年度保険料となり、９年度の保険料は現年度保険料となることから、一括して

区又は社会保険事務所で納付することはできない。 

また、オンライン記録により、申立人に対しては、国民年金の加入勧奨が行われたが、

平成 11 年７月 22 日、12 年３月 21 日、同年５月 22 日の各時点で未加入であったこと、

及び同年６月 26 日に申立期間の被保険者資格取得の記録が追加されていたことが確認

でき、当該記録追加時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である

ことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8598 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年４月から62年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月から62年６月まで 

    私の母は、私が大学を卒業した後に農協の職員を通じて私の国民年金の加入手続を

し、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の母親は、農協の職員に納付書と預金通帳を渡して

保険料を納付していたと説明しているが、申立人の預金口座元帳には平成２年３月に同

年１月分及び２月分の保険料が引き落とされて以降保険料が引き落とされている記録は

あるものの、それ以前に引き落とされた記録は無い。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成元年９月に払い出されており、申立人

は、申立期間直後の昭和 62年７月から平成元年３月までの期間の保険料を元年10月に

過年度納付していることがオンライン記録から確認でき、当該払出し又は過年度納付の

時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間であるなど、申立人の母親

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8599 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年５月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年５月から53年12月まで 

    私の母は、私が 20 歳になったときに国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、加入手続及び保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等が聴取

できないため、当時の状況が不明である。 

  また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の昭和 54 年４月に払い出さ

れており、申立期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた第３回特例納付

及び過年度納付によりさかのぼって納付する以外にはないが、申立人は母親から特例納

付及び過年度納付をしたとは聞いたことはないと説明していること、申立期間当時に申

立人と同居していたとする兄及び弟も 20 歳時から数年間は保険料が未納となっている

ことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

  さらに、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたころをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8603 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月から同年９月まで 

    私は、平成２年７月に会社を退職した後、町役場で夫婦二人の国民年金の加入手続

をしたと思う。また、国民年金保険料として４、５万円を支払ったことを憶
おぼ

えてい

る。申立期間が、妻の保険料は納付済みとなっているのに、私は国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、厚生年金保険から国民年金への種別変更手続及び国民

年金手帳の記号番号が記載された年金手帳に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、オンライン

記録によると、当該期間は未加入期間であるため、納付書が発行されず、保険料を納付

することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金に加入した記録が無く、手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8604 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年７月から２年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年７月から２年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。

申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付したとする母親は、国民年金の加入手続の時期、手続場所、保険

料の納付場所及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、オンライン記録によると、申立人が初めて国民年金の被保険者となった日は申

立期間より後の平成３年９月６日となっているため、申立期間は未加入期間であり、保

険料を納付することができない期間である上、申立期間当時、申立人と同居していた申

立人の兄も、申立人と同様に 20 歳到達時から厚生年金保険に加入するまで国民年金に

未加入であり、母親も申立期間は国民年金に未加入であるなど、母親が申立期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時に、申立人が居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）

において、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年 11 月から６年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 11月から６年２月まで 

    私は、20 歳になった平成５年＊月に区役所で国民年金の加入手続を行い、就職す

るまでの４か月間の国民年金保険料を区役所で納付していた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間の保険料を納付し

た場合の金額と異なっている。 

また、オンライン記録によると、申立期間に係る平成５年11月26日の資格取得と６

年３月 22 日の資格喪失の記録は、10 年１月５日に追加されたものであることが確認で

き、申立人が保険料を納付したとする時点では、申立期間は未加入期間であり、制度上、

保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外の手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

で

あり、申立期間当時、申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8608 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年１月及び同年２月 

私は、会社を退職した平成 10 年１月に厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行い、その後、郵送で納付書を受け取ったが、しばらくの間放置していたところ、督

促状を受け取ったことから金融機関で保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加

入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付場所及び金額についての

記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間には国民健康保険にも加入したとしているが、申立人が当

時居住していた市では、申立人の申立期間当時の国民健康保険の加入履歴は無いとして

いること、オンライン記録では、申立期間は未加入期間とされており、保険料納付書は

発行されないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年８月から 53 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年８月から53年９月まで 

私の妻は、会社を退職した昭和 54 年８月ごろに自身の国民年金の加入手続を行っ

た際、区役所の職員から、私が国民年金に未加入であることを指摘され、未納期間の

保険料をすべて納付することができると説明されたことから、加入手続を行い、保険

料をさかのぼって納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人の妻は、昭和54年８月ごろに自身と申立人の国民年

金の加入手続を行い、その１か月後ぐらいに申立期間の保険料をまとめて納付したと説

明しているが、妻の国民年金手帳の記号番号は 54 年８月ごろに払い出されているもの

の、申立人の手帳記号番号は 55年10月に払い出されている。 

また、申立人は、昭和 55年11月27日付けの申立期間直後の53年10月から55年３

月までの過年度保険料の領収証書及び 55年４月から同年12月までの現年度保険料の領

収証書を所持しており、当該納付日時点では、申立期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間であること、妻が納付したとする保険料額は、上記の過年度保険料

及び現年度保険料の合計額におおむね一致することなど、申立人の妻が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 12 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年12月から51年３月まで 

    私の母は、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。母から保険料の領収

書を受け取り、これと引換えに区役所から年金手帳を受け取ったことも記憶している。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料

の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時の納付状況等を聴

取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、母親から受け取った申立期間の保険料の領収書の提出と引換えに、

現在所持する年金手帳を区役所から受け取ったと説明しているが、申立期間のうち昭和

46 年 12 月から 50 年３月まで申立人が住民登録をしていた市では、当該期間は印紙検

認方式によって保険料を収納していたとしており、通常、領収書は発行されないと説明

していること、申立人は、母親から国民年金手帳を受け取った記憶は無いと説明してい

ること、申立人は 50 年３月に現在所持する年金手帳を受け取ったとする区に住民票を

移していることから、母親が同月以降の申立人の保険料を納付することはできなかった

と考えられることなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は、現在所持する年金手帳を受け取ったと

する区において、申立期間後の昭和 51年12月に申立人の夫と連番で払い出され、申立

人は、夫と同様に 51 年４月から保険料の納付を開始しており、申立期間当時に申立人

に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、



                      

  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8611 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月から同年９月まで 

 私は、両親から国民年金保険料を援助すると言われたため、区役所で国民年金の加

入手続をし、20 歳までさかのぼって保険料を納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、第２回特例納付実施期間中

の昭和50年11月ころに払い出されており、申立人が所持する領収書により、申立人は、

50 年 12 月 28 日に、20 歳到達時から申立期間直前までの保険料を第２回特例納付によ

り納付するとともに、申立期間直後の 48 年 10 月から 50 年３月までの保険料を過年度

納付していることが確認できるが、申立期間は第２回特例納付の納付対象期間ではなく、

また、当該納付時点で申立期間は時効により保険料を過年度納付することができない期

間であったことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8612 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 41 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年11月から41年３月まで 

    私の父は、私が 20 歳の時に国民年金の加入手続をしてくれ、国民年金保険料を納

付してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することがで

きないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の所持する年金手帳には国民年金の記号番号の記載は無く、申立人は、

平成13年６月 22日に基礎年金番号により国民年金被保険者資格を取得していること、

申立期間当時に申立人に国民年金の記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらず、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない

期間であったことなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8613 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年１月から61年３月まで 

私は、昭和 59年12月に会社を退職した後、国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を納付したはずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付場所、納付方法、納付金額等

に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録欄には、厚生年金保険加入により

昭和58年４月１日に被保険者資格を喪失した後、第３号被保険者制度が発足した61年

４月１日に第３号被保険者資格を取得した旨が記載されており、申立期間の被保険者資

格の取得に係る記載がないこと、上記の第３号被保険者資格の届出の処理日は 61 年８

月７日とされており、申立期間は任意加入適用期間であるため、当該届出時点ではさか

のぼって加入することはできないこと、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料

を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8614 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年６月から平成元年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年６月から平成元年３月まで 

私は、昭和 62 年６月に会社を退職した後、母の助言を受け納付資金を借りて、平

成元年３月ごろに市役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、同年４月ごろに同出

張所で申立期間の国民年金保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す家計簿、確定申告書等

の関連資料が無い上、申立人は、平成元年４月ごろに保険料をまとめて納付したとする

保険料額及び納付場所等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人が国民

年金加入の助言を受け納付資金を借りたとする申立人の母は、「息子が車を購入する時

など、まとまったお金が必要なときは援助させられたが、国民年金保険料の納付のとき

に援助したかどうかはよく憶
おぼ

えていない。また、援助した申立期間についての保険料

額についても記憶していない。」と述べている。これらのことから、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案8615 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53年７月から 54年７月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年７月から54年７月まで 

    私の母は、私が出国した昭和 53 年７月ごろに私の国民年金の加入手続を行い、加

入した月から私が帰国した 54 年７月までの期間の国民年金保険料を納付してくれて

いたはずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与

しておらず、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の母は、加入手続及び保険

料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

また、申立人が国民年金に加入した記録が無い上、申立人は、「現在所持している年

金手帳は、平成 19年12月ころに私が居住していた地区を所轄する社会保険事務所（当

時）で交付してもらったものであると思う。」と述べており、当該手帳以外に年金手帳

を所持していた記憶が無く、別の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8620（事案6595の再申立て）                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年４月から 46年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年４月から46年３月まで 

私は、結婚した昭和 40 年５月に、自宅に来た区の職員に国民年金の加入を勧めら

れ、夫婦二人の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料

の納付方法、納付頻度、納付額等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらず、また、申立人の国民年金手

帳の記号番号が払い出された昭和 46 年１月時点では、申立期間の過半は時効により保

険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成22年１月20日付け

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対して申立人は、申立期間当初の昭和 40 年５月に夫婦二人で生活していた自

宅で国民年金の加入手続を行ったことに間違いはないと主張しているが、申立人の手帳

記号番号は前述のとおり 46 年１月ごろに払い出されており、今回、再申立てを踏まえ、

改めて当委員会において申立人の夫の手帳記号番号が払い出された 40 年７月ごろの国

民年金手帳記号番号払出簿を幅広く精査したが、申立人の氏名は記録されていなかった。 

また、申立人はさかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明しているなど、委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情は認められず、当委員会における口頭意見陳述

の結果からも申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情が見当たら

ず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申

立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8621                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63年10月から平成３年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年10月から平成３年３月まで 

私の母は、平成３年４月以降、私の国民年金の加入手続を行い、その際に未納であ

った国民年金保険料をさかのぼって一括納付してくれた。申立期間が国民年金に未加

入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をしたとする母親は、加入手

続の時期及び保険料の納付額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成４年５月ごろに払い出されているが、

申立人は申立期間当時は大学生であり、申立期間は任意加入適用期間の未加入期間であ

るため、さかのぼって保険料を納付することができないほか、申立人の母親は加入手続

時に出張所で保険料を納付したと説明しているが、出張所では過年度保険料の収納は行

っていないなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、平成４年５月ごろに払い出された国民年金手帳を１冊所持してい

るが、申立期間当時に別の手帳を所持した記憶は無いと説明しており、申立期間当時に

手帳記号番号が払い出された記録も無いなど、申立期間当時に申立人に対して手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8622                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年10月から平成元年６月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年10月から平成元年６月まで 

私の母は、昭和 61年10月ごろに私の国民年金の加入手続を行い、以後の国民年金

保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、加入手続及び保険料を納付していたとする母親は、申立期間に関する保険料額

の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の母親は、申立人の所持する年金手帳の「初めて被保険者となった日」

が昭和 61 年 10 月 11 日と記載されていることをもって、同日前後に国民年金の加入手

続を行ったと説明しているが、当該年月日は、国民年金の被保険者資格を取得した日で

あり、実際に国民年金の加入手続や保険料の納付を行った時点を表すものでない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成３年７月ごろに払い出

されており、申立人の母親は申立期間当時に別の手帳を所持していた記憶が定かでなく、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申

立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8623 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 10 月から７年３月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 10月から７年３月まで 

    私の母は、区役所で私の国民年金保険料の免除申請の手続を行ってくれた。申立期

間の保険料が未納とされ、保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立期間の免除申請を行ったとする申立人の母親は、免除申請手続の時期等に関する記憶

が曖昧
あいまい

である。  

また、申立人の母親は、免除申請手続を行ったのは１度であると説明しているが、申

立期間当時に申立人が居住していた区では、免除申請は年度ごとに手続が必要であると

説明しており、申立期間直後の平成７年度の免除申請手続を平成７年５月 26 日に行っ

ていることがオンライン記録で確認できることから、申立人の母親が行ったと説明する

１度の免除申請手続は当該期間に係るものと考えられるなど、申立人の母親が申立期間

の免除手続を行っていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8624                            

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年９月から平成元年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年９月から平成元年９月まで 

私は、会社を退職後、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していた。結婚後

は、私が夫婦二人分の保険料を市役所で納付していた。当時の確定申告書の控除欄に

国民健康保険と国民年金保険料を記載した記憶がある。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成７年８月ごろに払い出さ

れており、申立人が現在所持している年金手帳には当該記号番号が記載され、申立人は

申立期間当時に上記年金手帳以外の手帳を所持していたかどうかの記憶が曖昧
あいまい

である

など、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

また、申立人は、申立人が昭和 61 年３月まで居住していた市から 54 年６月 12 日に

申立人に送付されてきた「国民年金についてのお知らせ」を所持しているが、このお知

らせには調査票に加入状況等を記入して回答するように記載されており、「国民年金強

制加入該当者と思われる」人を対象に送付されたものと考えられることから、当該書類

の送付時点では、申立人は国民年金に加入していなかったものと推察されるなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料は納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8625                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年12月から平成元年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年12月から平成元年９月まで 

私は、会社を退職後、厚生年金保険証書が送付されたので、国民年金に加入し、国

民年金保険料を納付していた。結婚後は、夫が夫婦二人分の保険料を市役所で納付し

てくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成５年３月ご

ろに払い出されており、申立人が現在所持している年金手帳には当該記号番号が記載さ

れ、申立人は申立期間当時に上記年金手帳以外の手帳を所持していたかどうかの記憶が

曖昧
あいまい

であるなど、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

また、申立人の夫は、申立人及び昭和 56年６月に申立人と婚姻した夫が61年３月ま

で居住していた市から 54 年６月 12 日に送付されてきた「国民年金についてのお知ら

せ」を所持しているが、このお知らせには調査票に加入状況等を記入して回答するよう

に記載されており、「国民年金強制加入該当者と思われる」人を対象に送付されたもの

と考えられ、申立人は婚姻前は夫と同じ市に居住し、自身にも同様の書類が送付されて

いたが破棄したと説明していることから、当時、申立人は国民年金に加入していなかっ

たものと推察されるなど、申立人及びその夫が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料は納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8627  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

                         

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年４月から40年３月まで 

    私は、国民年金の制度が始まった昭和 36 年ごろに国民年金に加入し、国民年金保

険料を納めた。１年だけ納めてその後の３年間納付しないことはないはずで、ずっ

と夫と一緒に納めてきた。申立期間について、夫の保険料が納付済みとなっている

のに、私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立人は、国民年金加入後、保険料の納付を夫の分と一緒に継続

して行っていたと説明しているが、国民年金被保険者名簿及び特殊台帳により、申立人

は第１回特例納付及び第２回特例納付により申立期間直後の昭和40年４月から42年７

月まで保険料を納付していることが確認でき、これらの特例納付が行われるまでは未納

であったこと、これらの特例納付が行われた時点で、夫に特例納付による保険料の納付

があったことがうかがわれる事情は確認できず、夫婦の納付行動は別々であったと考え

られる。 

また、これらの特例納付について、申立人は、第１回特例納付にあっては、特例納付

時点で 60 歳到達時まで保険料を納付したとしても、年金受給資格期間（300 か月）を

満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要な納付月数分（16 か月）の保

険料の特例納付を行ったものと考えられ、第２回特例納付にあっては、特例納付時点で

昭和 48 年４月から同年９月までの期間の保険料が未納であったことから、当該未納月

数（６か月）を考慮して特例納付を行ったものと考えられることなど、申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8628      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和58年９月から59年10月までの期間及び63年３月から同年９月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

                                     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和58年９月から59年10月まで 

             ② 昭和63年３月から同年９月まで    

    私は、会社退職後の昭和58年９月に国民年金と国民健康保険の加入手続を区民事務

所で行い、国民年金保険料は送付された納付書で金融機関及び郵便局から毎月納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続、保険料の納付方法及び納付金額

に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、厚生年金保険の

記号番号が基礎年金番号として付番されており、申立人が現在所持する年金手帳にも国

民年金の記号番号は記載されていない。 

さらに、申立人は、申立期間①当初に、区民事務所で国民年金の加入手続を行い毎月

金融機関等で納付していたと説明しているが、当該区民事務所の業務開始は、当該期間

後の昭和61年４月７日であり、同年９月までの納付方法は３か月単位の納付書であった

など、相違している。 

加えて、申立期間①及び②は、いずれも直前の厚生年金保険期間が平成10年２月２日

に記録追加されたことにより、未加入期間から未納期間に訂正された期間であり、それ

までは未加入期間であり、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8629   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年６月から平成元年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年６月から平成元年３月まで 

私は、昭和 59 年６月に国民年金に加入したが、４年間くらい国民年金保険料を滞

納していた。保険料の督促があった平成元年１月ごろに、市役所の窓口で未納期間

の保険料をすべて納付したいと申し出たところ、過去２年分しか受け取れないと説

明を受け、保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立人は、20 歳時の昭和 59 年＊月に加入手続を行ったと説明し

ているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成３年５月に払い出されていることが

確認できる。 

また、申立人は、当該払出時点で過年度納付することが可能な申立期間直後の平成元

年度分の保険料を３年５月 30日に、２年度分の保険料を同年 12月２日に納付している

が、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申立人は、

保険料をさかのぼって納付したのは初回納付時のみであるとしており、２年分の保険料

をさかのぼって納付したとする主張は上記の過年度納付の状況に合致していることなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8630  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10年２月から同年５月までの期間並びに11年４月及び同年５月の国民

年金保険料については、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 10年２月から同年５月まで 

             ② 平成 11年４月及び同年５月 

    私は、申立期間当時、市役所の職員から国民年金保険料の免除申請時期について誤

った教示を受けたために免除申請手続が遅れてしまい、申立期間の保険料が未納と

なってしまった。その後、市役所の職員と話し合い、申立期間の保険料を免除する

と言われたのに、申立期間の保険料が未納とされ、免除とされていないことに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料は無く、オ

ンライン記録により、申立人は平成 10 年度にあっては平成 10 年７月５日に、平成 11

年度にあっては平成 11年７月 30日にそれぞれ免除申請をしていることが確認でき、当

時、免除期間の始期は申請のあった日の属する月前における直近の基準月（納期限が経

過していない月）とされており、申立期間当時の保険料納期限は翌月末日であったこと

から、上記申請日に免除申請を行った場合には申立期間を免除期間とすることはできな

いこと、申立人は市から免除すると言われたとしているが、免除申請に対する承認等の

決定は市ではなく、社会保険事務所（当時）が行うものであることなど、申立期間の保

険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8631  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年 10 月から 43 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年10月から43年３月まで 

    私は、結婚した昭和 40年11月に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立人は、結婚した昭和 40年11月に国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、45 年 10 月に夫婦連番で払

い出されていることが確認でき、当該払出時点では申立期間は、時効により保険料を納

付することができない。 

また、申立人が所持する領収証書により、申立人は、申立期間直後の昭和 43 年４月

から 45年３月までの期間について、47年６月に第 1回特例納付を行っていることが確

認でき、当該特例納付により、申立人が 60 歳到達時まで保険料を納付した場合の納付

月数は306か月となることから、申立人は国民年金の受給資格期間を満たすために必要

となる納付月数を考慮して特例納付を行ったものと考えられるなど、申立人が、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8634 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年12月から平成元年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和51年12月から平成元年３月まで 

私は、婚姻後に妻が区の出張所で、過去の未納分の国民年金保険料を今なら払える

と聞き、妻が加入手続をし、保険料をさかのぼって分割して支払ってくれた。その後

は、毎月、二人分の保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及び妻は、国民年金の加入時期、加入手続、

保険料の納付時期及び納付金額に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、一緒に保険料を納付したとする妻は、国民年金手帳の記号番号が払い出された

平成元年６月以降に、昭和 62 年４月から平成元年４月までの自身の保険料を分割して

さかのぼって納付していることは確認できるものの、申立期間のうち、婚姻後の昭和

57 年 11 月から 62 年３月までの保険料は未納となっているなど、妻が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された平成３年 10 月時点では、申立期間は、

時効により保険料を納付することができない期間である上、申立期間当時、申立人に対

して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8635 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54年７月から 57年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年７月から57年６月まで 

    私の母は、昭和 57 年６月ごろに、自宅に来た区役所の職員に勧められて私の国民

年金の加入手続を行い、20 歳までさかのぼって国民年金保険料をまとめて納付して

くれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は現在所持している年金手帳以外の手帳を所持して

いた記憶が曖昧
あいまい

である上、母親が申立期間の保険料をさかのぼって納付してくれたと

する昭和57年６月ごろ及び申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された59年９月

は、特例納付の実施期間外である。 

また、オンライン記録によると、申立人は昭和 59年10月に、当該時点で納付可能な

57 年７月から 59 年 12 月までの保険料をさかのぼって納付していることが確認でき、

納付したとする母親が記憶している一括納付の金額は、当該納付済期間の保険料額とお

おむね一致するなど、母親が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間は時効により保険

料を納付することができない期間であり、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8636 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年４月から38年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続の記憶は無いが、国民年金保険料を集金人に納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続を行った時期及び場所等に関する記

憶は曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 38年11月に払い出されていること

が確認でき、当該時点において、申立期間を過年度納付することが可能であるが、申立

人は保険料をさかのぼって納付した記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立人が、当時住み込みで働いていた店で、一緒に保険料を納付していた

とする店主の娘も、申立人と同様に昭和 38 年４月の保険料から納付しているなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8637 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年７月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年７月 

私は、昭和 63 年７月に会社を退職し、次の会社に勤めるまで期間が空いたため、

妻と一緒に国民年金に加入して、その場で夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。

妻が納付済みとなっているのに、私だけ申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が納付したとする納付金額は、当該期間の保険料額と大き

く異なっている。 

また、一緒に国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したとする妻は、申立期間の

保険料が納付済みであるものの、オンライン記録によると、納付年月日は申立期間より

後の平成元年１月 12 日であることが確認できる上、申立期間は、未加入期間であるた

め、納付書は発行されず、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  さらに、申立期間当時、申立人が居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）に

おいて、国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立人に手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8638 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年２月から 59年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年２月から59年１月まで 

私は、昭和 57 年２月の退職後、父親に勧められて、私自身か父親が私の国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したと思う。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関

する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人が、申立人の加入手続を行い、保険料を納付していた

可能性が高いとする父親からは当時の納付状況等を聴取することができないため、当時

の状況が不明であるなど、申立人及びその父親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成２年６月に払い出されていることが

確認でき、申立人は現在所持している年金手帳以外の手帳を見たことは無いと説明して

いるなど、申立期間当時、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8639 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年９月から平成元年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年９月から平成元年３月まで  

    私の母は、両親が地方からＴ県に戻って来た後、兄の分と一緒に私の国民年金の加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を

行ったとする母親は、加入手続の時期、保険料の納付時期、納付額等についての記憶が

曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、「自分の母が、私と私の兄の加入手続を一緒に行い、二人の国民年

金保険料の納付をした。」と述べているが、申立人の兄の国民年金手帳の記号番号は、

申立期間を２年以上過ぎた平成３年５月ごろに申立人と連番で払い出されているものの、

申立人の兄も申立期間について未加入及び未納となっているなど、申立人の母親が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

さらに、申立人及びその母親は、現在所持する手帳以外に手帳を所持していた記憶は

なく、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8640（事案6127の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年10月から 40年１月までの期間及び43年12月から52年７月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年10月から40年１月まで 

② 昭和43年12月から52年７月まで 

私は、昭和 37 年 10 月に国民年金に加入し、40 年１月まで国民年金保険料を郵便

局で納付してきた。また、その後は、会社を退職した 43年12月から44年10月まで

の保険料を郵便局で、国外に転居した 44 年 11 月から 48 年３月まで保険料を口座振

替で、帰国した 48 年４月から 49 年 10 月まで保険料を郵便局又は区の出張所で、再

び国外に転居した 49年11月から 52年７月までの保険料を帰国後の57年に２回に分

けて郵便局で納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、納付

書により保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた市及び区の保険料

の納付方法と相違する。 

また、申立期間②については、当該期間のうち昭和43年12月から49年10月までの

期間については、申立人は、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

であり、43 年 12 月から 44

年 10 月までの期間については、納付書により保険料を納付したとする方法が、申立人

が当時居住していた区の保険料の納付方法と相違しており、44 年 11 月から 48 年３月

までの期間については、口座振替で保険料を納付したとする方法が、申立人が保険料を

納付したとする市の納付方法と相違する上、48 年４月から 49 年 10 月までの期間につ

いては、申立人は、郵便局で保険料を納付したときに領収証書とシールをもらったと説

明しており、申立人が当時居住していた区の納付方法と相違する点がある。 

さらに、申立期間②のうち昭和 49 年 11 月から 52 年７月までの期間については、当



                      

  

該期間の保険料をまとめて納付したとする昭和 57 年時点では、時効により当該期間の

保険料を納付できないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立人は、所持する年金手帳及びオンライン記録により、申立人の国民年金

手帳の記号番号が払い出された昭和 52年10月に国民年金に任意加入していることが確

認でき、制度上、申立期間の保険料をさかのぼって納付できない上、申立期間②の大部

分は国外に居住していることから国民年金に加入できない期間であり、別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないとして、既に当委員会の

決定に基づく平成 21 年 11 月 18 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

これに対して、申立人は、申立期間①のうち昭和 37 年 10 月から 38 年３月までの期

間については、当時、申立人が臨時アルバイトをしていた郵便局の元局長から、申立人

が当該期間の保険料を納付していたことに関して証言を得られたと主張するが、当該元

郵便局長は、当時、申立人が納付書で保険料を納付していたと証言しており、これは申

立人が当時居住していた市の保険料の納付方法と相違する上、申立期間②については、

申立人には、２か所の海外居住期間があり、当該期間は、制度上、国民年金の適用除外

期間となるため、保険料を納付することができない期間であること、また、申立人は当

初、口座振替で保険料を納付したとしながら、帰国した際は、納付書が送付されてきた

ので、当該納付書で納付していたと説明しており、２種類の納付方法が混在する説明は

不自然であることなど、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

また、当委員会での口頭意見陳述においても、その他に委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情も見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8641 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年５月から 10 年４月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年５月から10年４月まで 

    私は、平成７年４月に会社を退職して、厚生年金保険を喪失したため、転居後に、

国民年金及び国民健康保険の加入手続を行い、10 年５月に就職するまで、国民年金

保険料と国民健康保険料を一緒に納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続の状況、保険料の納付時期及び納付

額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、退職後、区に転居した平成７年５月に、国民年金と国民健康保険の

加入手続を一緒に行ったと説明しているものの、申立人が提出した当該区の 20 年９月

発行の「国民健康保険台帳記載事項証明書」によると、申立人は、国民健康保険被保険

者資格を９年４月に取得し、10 年５月に喪失していることが確認できる上、申立期間

は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が当時居住していた区及び所轄社会保険事務所（当時）において、申

立期間当時、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年４月から 48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から48年３月まで 

    母は、私が在学中の 20 歳のときに、私の国民年金の加入手続を行い、私が就職する

まで、国民年金保険料を納付してくれていたと、母から何度も聞かされていた。申立

期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付したとする母親から当時の納付状況等を聴取することが困難であ

るため、当時の状況が不明である上、申立期間は、未加入期間であることから、納付書

は発行されず、保険料を納付することができない期間である。 

また、母親は、申立期間は国民年金に未加入であり、同居の弟も学生の期間は国民年

金に未加入であるなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、母親から国民年金手帳を受け取った記憶が無いと説明しており、

当時居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）において、申立人の国民年金手帳

の記号番号が払い出された記録は無いなど、申立期間当時、申立人に手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8643 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年２月から 53年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年２月から53年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納めてくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、保険料を納付していたとする母親から、当時の納付状況等を聴取することが

できないため、当時の状況が不明である。 

また、母親が一緒に保険料を納付していたとする申立人の姉は、申立期間中、実家で

母親と同居していた昭和 48 年１月までの保険料は納付済みとなっているが、申立人は、

高校卒業後に実家を離れ、県外の転居先で夜間の専門学校に通学しながら会社勤務等を

していたと説明しており、戸籍の附票でも 50 年５月から転居先に住所登録されている

ため、少なくとも当該転居時点以降は、実家の母親が申立人の保険料を納付することは

できなかったものと考えられる上、申立人は、自身が保険料を納付するようになった際、

さかのぼって保険料を納付した記憶は無いと説明しているなど、母親及び申立人が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金手帳を母親から手渡された記憶が無く、申立人の実家の

あった町及び所轄社会保険事務所（当時）において、国民年金手帳の記号番号が払い出

された記録も無い上、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8644 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46年９月から 54年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年９月から54年３月まで 

私は、昭和 54 年４月に夫が国民年金の加入手続を行った際、私も加入するよう勧

められ、20 歳までさかのぼった期間の国民年金保険料として約８万円を納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、保険料を納付したとする昭和54年には第３回特例納付が実施され

ていたものの、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことが確認できる

昭和56年４月時点には特例納付は実施されておらず、申立人は、特例納付により保険料

を納付した記憶が無い上、納付したとする金額は、申立期間の保険料を第３回特例納付

等により納付した場合の保険料額とも大きく異なっている。 

また、申立人が居住する村が管理する保険料の収納簿により、申立人は、申立期間後

の昭和54年４月から56年４月までの保険料を、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い

出された同年４月に一括納付していることが確認できる上、当該納付金額は、申立人が

納付したとする金額とおおむね一致しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8645 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年４月の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月 

私は、厚生年金保険の資格を喪失したため、平成８年 10 月に区役所で国民年金及

び国民健康保険の加入手続を行い、その際、国民健康保険料と併せて申立期間の国民

年金保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、

申立期間の保険料をさかのぼって納付したとする平成８年10月時点は特例納付実施期間

ではなく、申立人が保険料を納付したとする区役所は、過年度分の保険料の収納事務を

取り扱っていない。 

また、申立人は、申立期間の保険料と併せて国民健康保険料を納付したと説明するが、

申立人が当時居住していた区では、国民健康保険料は前年度所得を基に計算して世帯主

に請求するものであるため、加入した日に当該保険料の納付を請求することは考えられ

ない上、申立人の世帯は平成７年度から口座振替により国民健康保険料を納付しており、

申立人は世帯主でもなかったため、申立人に対して当該保険料の納付を求めることは考

えられないと説明しているなど、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年４月から 63年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年４月から63年３月まで 

    母は、私が学生のときに、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付

してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、保険料を納付していたとする母親は、加入時期及び保険料納付に関する記憶

が曖昧
あいまい

である。 

また、オンライン記録によると、申立期間は未加入期間であるため、保険料を納付す

ることができない期間であり、申立人と当時同居していた双子の妹二人も、一人は 20

歳到達時の平成２年＊月から３年４月に厚生年金保険に加入するまで国民年金に未加入

である上、もう一人も学生が強制加入被保険者となった３年４月直前まで国民年金に未

加入であるなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

さらに、申立期間当時に申立人が居住していた市及び所轄社会保険事務所（当時）に

おいて、国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8649 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年８月から 12 年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年８月から12年１月まで 

私は、平成 10 年２月ごろ、国民年金保険料をさかのぼって納付した。その後転居

したが、私の母が、申立期間の残りの期間の保険料をさかのぼって納付してくれたは

ずである。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続に関与しておらず、

申立人の加入手続及び保険料納付をしたとする母親は、加入手続をした場所、保険料を

納付した時期、頻度等の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録が無く、申立期間は

未加入期間であり、保険料を納付することができない期間であることなど、申立人及び

その母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8650 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年６月から59年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年６月から59年６月まで 

    私は、結婚する約１年前に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

いた。転居時に国民年金に加入手続前の未納期間の保険料をさかのぼって納付し、結

婚後は、妻が私の保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、婚姻１年前から納付したとする保険料及

びさかのぼって納付したとする保険料の納付場所、納付金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

で

ある上、婚姻後に申立人の保険料を納付したとする妻は、納付場所、納付金額等に関す

る記憶が曖昧
あいまい

であり、妻も申立期間のうち婚姻後の期間の大部分の自身の保険料が未

納である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録が無く、申立期間は未加

入期間であるため、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人及びその

妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、厚生年金保険手帳のほかに国民年金手帳を所持していたことはな

いと説明しており、申立期間当時、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8651 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から47年３月まで 

私が勤務していた会社の社長は、私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を

給与から天引きして納付してくれていた。退職後は両親が私の保険料を納付してくれ

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人、申立人の勤務先の会社社長及び両親が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手

続及び保険料の納付に関与しておらず、当該会社関係者及び両親から当時の納付状況等

を聴取することができないため当時の状況が不明である。 

また、申立人が給与から天引きされていたとする金額は、当時の保険料額と大きく相

違すること、申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、昭和 36 年６

月に払い出された一つ目の手帳記号番号の払出簿には、不在により消除された旨が記載

されており、当該手帳記号番号により保険料を納付することはできないこと、二つ目の

手帳記号番号が払い出された 63 年４月時点では、申立期間は、時効により保険料を納

付することができない期間であるほか、オンライン記録により、申立期間は、63 年４

月７日に被保険者期間として記録追加されていることが確認できることなど、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8652 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43年12月から 48年12月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年12月から48年12月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった時から私の国民年金保険料を納付してくれていた。

当時、両親の経営する飲食店で一緒に働いていた従業員の保険料は納付済みとなって

いるはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、自身の国民年金の加入手続及び申立期間の保険

料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から納付状況等について

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 49 年７月以降に払い出されている

ことが確認でき、申立期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた第２回特

例納付及び過年度納付による以外にないが、申立人は、母親から、申立期間の保険料を

さかのぼって納付したという話は聞いたことが無いと説明していること、申立人の両親

が経営する飲食店に申立期間前から勤務し、母親が保険料を納付していたはずと申立人

が説明する元従業員は、36 年１月に手帳記号番号が払い出されているが、保険料の納

付は 42 年４月から開始されていることが確認でき、加入当初の６年間は保険料が未納

となっていること、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情は見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8653 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49年１月から同年 11月までの期間及び51年８月から53年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49年１月から同年10月まで 

             ② 昭和 49年11月 

             ③ 昭和 51年８月から53年３月まで 

私は、結婚後に主人が家業を継ぐために会社を退職した昭和 51 年８月ごろに夫婦

で国民年金に加入した。加入の際に、過去の未納の国民年金保険料を一括して、さか

のぼって納付できることを知り、一括して保険料を納付し、その後は夫婦一緒に保険

料を納付してきたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、昭和 51 年８月に国民年金の

加入手続をし、当該期間の保険料をさかのぼって納付したとしているが、申立人の国民

年金手帳の記号番号は、55 年６月に払い出されていること、手帳記号番号が払い出さ

れた時期は、第３回特例納付の実施期間中であるものの、申立人は、特例納付について

の記憶が曖昧
あいまい

であり、納付したとする金額は、当該期間の保険料額と大幅に相違する

ことなど、当該期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、当該期間は未加入期間として認識しており、当該

期間の保険料は納付していなかったと説明しており、当該期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

申立期間③については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間の保険料を夫婦一緒

に納付していたと説明しているが、上記のとおり申立人の手帳記号番号は、当該期間後

の 55 年６月に払い出されており、当該期間の保険料を夫婦一緒に納付することができ



                      

  

ないこと、当該手帳記号番号の払い出された時点では当該期間の保険料は時効により納

付することができないことなど、当該期間の保険料を夫婦一緒に納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、現在所持している年金手帳は国民年金の加入手続をした際に交付さ

れたものであり、別の手帳を所持したことはないと説明しており、申立期間①及び③当

時に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8654 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年 12 月から６年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 12月から６年２月まで 

私は、平成５年 12 月に会社を退職した後、６年１月に区役所で国民年金への切替

手続を行い、同年３月に再就職した会社の近くの郵便局で申立期間の国民年金保険料

を一括で納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付方法及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

また、申立期間の前後は厚生年金保険加入期間であるが、申立人が所持する年金手帳

の国民年金記録欄には申立期間に係る国民年金被保険者資格の取得の記載が無いほか、

当時居住していた区での住所の記載が無く、国民年金の再加入手続及び住所変更手続が

行われていなかったと考えられること、申立人は、当該手帳のほかに手帳を所持してい

た記憶は無いと説明していること、申立期間は未加入期間であるため、制度上、保険料

を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年10月及び同年11月 

  私は、20 歳になった平成５年＊月に国民年金に加入して、学生時の国民年金保険

料の申請免除期間を除き保険料はすべて納付してきた。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が所持する平成 11年12月９日に再発行された年金手帳に

は申立期間当時の資格得喪の記録が記載されていないこと、オンライン記録により、申

立人に対しては、申立期間について国民年金への加入勧奨が行われたが、13 年８月 23

日現在まで未加入であり、その後も加入手続がなされていないことが確認でき、申立期

間の保険料を納付することができなかったこと、申立人は、当時勧奨状が送付されてき

た記憶は無く、国民年金の再加入手続をして保険料を納付した記憶も無いと説明してい

ることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案8656 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50年４月から 54年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から54年３月まで 

私は、昭和 50 年４月に国民年金の加入手続を行い、ずっと国民年金保険料を納付

している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 55 年４月に払い出さ

れており、申立期間の保険料を納付するためには、当時実施されていた第３回特例納付

及び過年度納付により納付する以外にないが、申立人は、保険料をさかのぼって納付し

た記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、現在所持する年金手帳以外の手帳を所持していたことは無いと説明

しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案8657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月、61 年２月、平成２年２月及び同年３月、３年３月並びに６

年10月及び同年 11月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年４月 

② 昭和 61年２月 

③ 平成２年２月及び同年３月 

④ 平成３年３月 

⑤ 平成６年 10月及び同年11月 

私は、昭和 60 年４月に初めて国民年金の加入手続をし、その後退職した都度、国

民年金の加入手続を行い、失業期間が長い時期は免除申請したが、加入期間の国民年

金保険料をすべて納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が現在所持する年金手帳には、厚生年金保険の記号番号の

みが記載され、国民年金手帳の記号番号の記載は無く、申立人は当該手帳のほかに年金

手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であり、オンライン記録にも申立人に国民年金手帳の

記号番号が払い出された記録は無い。 

また、申立期間は、いずれも平成 10 年８月に被保険者資格得喪記録が追加されたこ

とにより基礎年金番号をもって未加入期間から未納期間に記録整備されたものであり、

申立期間当時は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない期間

であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12410 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年２月１日から35年11月６日まで 

年金受給の手続をしたときに、申立期間について脱退手当金を受給していることを

知った。 

しかし、退職したときには、年金の事を知らなかったので、脱退手当金を受給して

いない。年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿に記載された女性のうち、申立人の厚

生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 35年11月６日の前後約３年以内に資格喪失

した者３名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、全員に脱退手当金の支給記録が

確認でき、全員が資格喪失日から４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされているこ

とを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いも

のと考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支

給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１か月後の昭和 35 年 12 月 19 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12411（事案5160の再申立て） 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年４月１日から52年10月１日まで 

             ② 昭和 53年４月１日から同年10月31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の加入記録が無い旨を第三者委員会に

申し立てたところ、同委員会から申立期間①の一部について勤務は認められるものの、

厚生年金保険の取扱いについて確認できないなどの理由により、記録の訂正を行うこ

とはできないと通知があった。 

しかし、勤務していたことは確かであり、厚生年金保険料も控除されていたので判

断に納得ができない。 

また、申立期間②について、Ａ社に勤務し、厚生年金保険料を給料から控除されて

いた。 

３人の同僚を紹介するので、調査の上、申立期間①及び②について厚生年金保険被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、雇用保険の加入記録により、申立期間①のう

ち、昭和52年４月１日から同年 10月１日までの期間について、Ａ社に勤務していた

ことは認められるが、同社は既に解散しており、当時の事業主、担当役員及び社会保

険事務担当者は死亡していることから、申立人の勤務実態や厚生年金保険の取扱いに

ついて確認できなかったこと、また、申立期間①に厚生年金保険に加入していた従業

員６人から、Ａ社の厚生年金保険の取扱いについて確認できなかったこと等から、申

立期間①について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが確認できないとして既に当委員会の決定に基づく平成 21 年

11月18日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は前回の審議結果に納得できないとして、今回、３人の同僚



                      

  

の氏名を挙げて再申立てを行っているが、一人は、既に前回調査において照会済み

であり、一人は住所等を特定できないことから照会することができず、一人は、

「申立人を覚えているものの、申立人の勤務期間及び厚生年金保険の取扱いについ

ては不明である。」と供述している。 

以上のことから、申立人からの新たな情報については、当初の決定を変更すべき

新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらないことから、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ａ社に係る商業登記簿謄本により同社は既に解散しており、

当時の事業主、担当役員及び社会保険事務担当者は死亡していること、また、申立人

が同僚３人の氏名を挙げているが、上記１の調査結果のとおりであることから申立期

間②に係る勤務の実態や厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年７月１日から31年７月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に勤務したこ

とは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述及び上司や同僚の厚生年金保険の加入記録から判断すると、勤務期間は特

定できないものの、申立人は、Ａ社の宣伝直売店に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は申立期間当時の宣伝直売店について、「資料が無く確認できな

い。また、当時の職員名簿において、宣伝直売店に勤務していた従業員の氏名は確認で

きない。」と回答している。 

また、申立人と同時に入社したとする二人の同僚のうち一人は、「昭和29年10月ご

ろに入社した。」、もう一人は、「申立人は半年ぐらいで退職した。」と供述している

ところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、上記の上司

及び二人の同僚の資格取得日は、昭和 30年６月24日であることが確認できる。 

さらに、同僚は、「申立人が退職した後に後任が入社してきた。」と供述しているが、

その者の厚生年金保険の資格取得日は昭和 30年９月１日であることが確認できる。 

以上のことから、Ａ社は、宣伝直売店に勤務していた従業員の厚生年金保険の加入に

ついて、申立人が退職した後に厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年７月１日から26年８月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の加入記録が無い。同社は、Ｂ社が解体された後設立

された会社で、引き続き勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社Ｃ支店（同社同支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名

簿によると、Ｂ社Ｃ支店から名称変更し、事業主欄にはＢ社と記載されている。）にお

いて昭和 24 年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているが、申立期間も

同社同支店に勤務していたと申し立てているところ、同社に係る商業登記簿謄本による

と、同社は、同年３月に閉鎖機関に指定され、さらに、同社同支店に係る健康保険厚生

年金保険事業所別被保険者名簿によれば、申立人と同様に同年７月１日で被保険者資格

を喪失した従業員が複数人確認できる。 

   また、Ａ社Ｃ支店は、閉鎖後に、Ｄ社Ｅ事務所となり、昭和 26 年６月１日に適用事

業所でなくなるまで整理業務が行われており、申立期間のうち同年６月１日から同年８

月１日までの期間は適用事業所となっていない。 

さらに、申立人は、５人の同僚の名前を記憶していたが、Ａ社Ｃ支店に係る健康保

険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、そのうちの二人は、申立人と同様に、

昭和 24年７月１日に被保険者資格を喪失しており（他の二人は、昭和 22年 11月資格

喪失、一人は不明）、その他にも、４人の従業員が、申立人と同日に被保険者資格を

喪失していることが確認できるものの、これらの同僚が、申立期間において申立人の

主張するＡ社Ｃ支店に在籍していたことを確認することができない。 

なお、申立人の厚生年金保険被保険者台帳とオンライン記録とは、厚生年金保険の

被保険者記録が一致していることが確認できる。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12414（事案1578の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間②の資格喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 平成 10年３月31日から同年４月21日まで 

             ③ 平成 11年11月１日から12年３月31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が相違しており、

また、Ｂ社に勤務していた申立期間③の加入記録が無い旨を第三者委員会に申立てた

ところ、同委員会から、申立期間の勤務の確認できる資料が無いなどの理由により、

記録訂正を行うことができないと通知があった。 

しかし、勤務していたことは確かであり、また資格喪失日も相違しているので判断

に納得できない。新たな資料や情報は無いが、各申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①及び②において勤務していたＡ社は、人事記録等により、「申立

人の採用日は昭和 40 年５月１日であり、同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し

ている。また、申立人は平成 10 年３月 30 日に退職願を提出し、同年４月 20 日付けで

退職、同年４月 21 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失している。」と回答してい

る。 

また、申立期間③については、Ｂ社は、申立人は、１か月あたり 12 日勤務の非常勤

職員であり、厚生年金保険の被保険者要件を満たしておらず、被保険者とはならないた

め、申立期間③に係る厚生年金保険料を給与から控除していないと回答している。 

以上の理由から、既に平成 21年２月25日付けで当委員会の決定に基づく年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は上記通知に納得できず、当初の主張を繰り返しているが、新た

な資料等の提出は無く、この他に当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ



                      

  

とから、申立期間①及び③について、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたものと認めることはできない。 

また、申立期間②については、資格喪失日を平成 10 年４月 21 日から同年３月 31 日

に訂正することを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12415 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年９月１日から37年４月20日まで 

年金記録を調べたところ、申立期間について脱退手当金を受給していることを知っ

た。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、厚生年金保険被保険者期間として

回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給され

ていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 37 年８月１日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年12月から14年３月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に１か月更新の契約アルバイトとして勤務した申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。給与明細等の確認できる資料は無いが、申立期間に同社に継続し

て勤務し人材派遣の正社員並みの営業及びコーディネーターの仕事をしており、厚生

年金保険に加入させなかった会社が違法と思われるので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社（Ａ社の人事給与及び厚生年金保険の管理を行っている持株会社）から提出され

た賃金台帳及び同社が、「申立人の勤務実態は平成12年12月６日から14年２月28日

までの期間について１か月更新のアルバイトとして雇用契約を締結し、勤務時間は１日

７時間 30 分の実働だった。」と回答していることから、申立人が申立期間にＡ社Ｂ支

店に勤務していることは確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ支店は、平成 14 年３月１日に厚生年金保

険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所になっていないことが確認できる。 

一方、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づきあっせんの対象となる事案は、事業主により、

被保険者の給与から厚生年金保険料が控除されていた事実があることが要件とされてい

るところ、上記賃金台帳によると、申立人は、事業主により厚生年金保険料を控除され

ておらず、特例法に定める保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12419 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年９月から37年１月まで 

             ② 昭和 37年２月から同年４月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。両社に勤務していた記憶があるので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、当該期間中にＡ社で勤務していた従業員の供述から判断す

ると、期間は特定できないものの申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、同社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 37 年８月１日であり、申立期間①は適用事業所となっていないこ

とが確認できる。 

また、Ａ社の元事業主は、「当社は既に解散し、当時の資料を保管しておらず、当

時の事業主も死亡していることから、申立人の勤務期間や保険料控除について確認で

きない。」と供述している。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得した従

業員に、同日前に同社において勤務した期間の厚生年金保険料の控除を確認できる資

料の存否について照会したものの、資料は得られなかった。 

２ 申立期間②については、申立人が記憶していた同僚６人のうち二人がＢ社に係る事

業所別被保険者名簿に記録されていることから判断すると、期間は特定できないもの

の申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社の事業主は、「当時の事業主は既に死亡しており、資料も保管して

おらず、申立人の勤務期間や保険料控除について確認できないが、当時は採用した従

業員は短期間で退職する者が多くおり、採用後一定期間は厚生年金保険に加入させず、



                      

  

勤務の継続性を確認してから、厚生年金保険に加入させていてもおかしくない。」と

供述している。 

また、Ｂ社で申立期間②当時に勤務していた複数の従業員は、同社では入社後一

定期間が経過してから厚生年金保険に加入させる取扱いがあったとしている。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12421 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年３月30日から同年４月１日まで 

   厚生年金保険の加入記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記

録が無い。同社には、平成９年３月 31 日まで勤務しており、資格喪失日は同年４月

１日になるはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保管している雇用保険被保険者離職証明書の写しによ

り、申立人は、同社に平成９年３月 31日まで勤務していたことが確認できる。 

しかし、当時の社会保険担当者は、厚生年金保険料は翌月控除だったとしているとこ

ろ、申立人が提出した退職月である平成９年３月分の給与明細書に記載のある保険料額

は、１か月の保険料額に相当する金額であることから、同年３月の保険料は、同年３月

分の給与からは控除されていないものと推認される。 

また、Ａ社の当時の社会保険担当者は、申立人の社会保険の退職手続について、退職

月の厚生年金保険料は退職月の給与からは控除していなかったとしており、保険料の負

担を避けるために、資格喪失日を月末の１日前としていたとしている。 

さらに、事業主のＡ社では、当時の関連書類を既に廃棄していることから、保険料の

控除及び保険料の納付は、確認できないとしている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12422 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年８月から31年９月15日まで 

厚生年金保険の加入記録によれば、Ａ社に乗務員として勤務した期間のうち、申立

期間の加入記録が無い。同社には、申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間中に被保険者資格を取得している二人の従業員は、いずれも申立人は自分よ

りも前からＡ社に勤務していたと供述していることから、期間は特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、申立期間における事業主は不明で

ある上、同社の所在地を管轄する法務局には同社の商業登記の記録が無いことから、同

社の代表者及び役員を特定できず、これらの者から申立人の厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、申立期間当時

に被保険者資格を取得している従業員 14 人に入社日を照会し、厚生年金保険の資格取

得日と照合したところ、入社日について回答のあった従業員９人は、いずれも入社日か

ら、１か月から４年程度経過した後に厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、上記の入社日について回答のあった９人のうち、申立人と同一の業務に従事

していたとする５人の従業員が、当時は試用期間があり、その期間は人により異なって

いたとしている。 

これらのことから、Ａ社では、入社後すぐには厚生年金保険に加入させていなかった

ものと考えられる。 

加えて、申立期間について給与明細書を保管している従業員は確認できず、このほか、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について、こ



                      

  

れを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12423 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年５月から42年12月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が

無い。同社には、昭和 40 年５月から勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚及び複数の従業員の供述から、期間の特定はできないものの、申立人がＡ

社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間におけ

る事業主は不明である上、同社の所在地を管轄する法務局が保管する閉鎖事項全部証明

書の閉鎖役員欄に記載のある代表者及び役員の連絡先も不明であることから、これらの

者から、申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間当時に被保険者資格を取

得している同僚及び従業員 35 人に入社日を照会し、厚生年金保険の資格取得日と照合

したところ、入社日について回答のあった同僚及び従業員 23 人のうち、12 人について、

回答のあった入社日から、２か月から６年程度経過した後に厚生年金保険の被保険者資

格を取得していることが確認できることから、同社では、申立期間当時、入社してから

一定期間経過後に厚生年金保険に加入させていたものと認められる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12424 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年10月ごろから36年３月ごろまで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に同社で勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の証言により、勤務した期間は特定できないものの、申立人がＡ社に

勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、当時の事業主は既に死亡しており、資料も無いことから、申立人の

勤務実態、厚生年金保険料の控除等については不明としている。 

また、申立期間にＡ社で厚生年金保険に加入している複数の元従業員に照会し、入社

日と同社における厚生年金保険の資格取得日を照合したところ、１か月から１年程度経

過した後に厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、上記の元従業員のうち３人は、申立期間当時、Ａ社には試用期間があったと

しており、そのうちの一人は、同社における厚生年金保険の加入手続は、入社後一定期

間経過後に専務の判断により行われていたとしている。 

加えて、申立人が自身の退職後に入社したと記憶する元従業員のＡ社における資格取

得日は昭和 35 年３月 25 日であり、当該元従業員は申立人が退職したとする 36 年３月

には既に同社に在籍している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12425 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年４月から41年２月までの期間のうち、３か月から６

か月 

Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社にアル

バイトで勤務していたので厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場で申立期間当時に社会保険の手続の担当をしていた従業員は、申立期間に

アルバイト従業員が多く、雇用保険、厚生年金保険に加入させていなかったとしている

ところ、申立人の同社における雇用保険の加入記録は見当たらない。 

また、Ａ社を吸収合併したＣ社では当時の資料を保管していないとしていることから、

申立人が同社に勤務していたことを確認できない。 

また、申立期間にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険に加入している複数の従業員に、

申立人の勤務実態等を照会したが、申立人を記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12426 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年11月６日から平成11年３月31日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が実際の年収額と比べて低い額になっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当

初、昭和60年11月から 61年６月までが47万円、同年７月から62年４月までが30万

円、同年５月から同年９月までが 16万円、同年10月から63年６月までが17万円、同

年７月から平成元年６月までが 24万円、同年７月から２年６月までが30万円、同年７

月から３年６月までが 38万円、同年７月から４年６月までが44万円、同年７月から６

年６月までが 53 万円、同年７月から７年６月までが 36 万円、同年７月から 11 年２月

までが 44 万円とされていたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

（以下「全喪」という。）同年３月 31 日付けで、さかのぼって昭和 60 年 11 月から平

成元年11月までが６万 8,000円、同年12月から６年10月までが８万円、同年11月か

ら11年２月までが９万 2,000円に減額訂正されたことが確認できる。 

なお、Ａ社に係る破産手続を担当した弁護士から提出された役員報酬手当の内訳書に

よれば、平成 11年２月１日から 12年１月 31日までの申立人の役員報酬は 840 万円で

あったことが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本及び閉鎖事項全部証明書によれば、申立人は申立

期間中、代表取締役であったことが確認できる。 

さらに、オンライン記録では、申立人は事業主と記録されており、申立人も、自分は

代表取締役であったとしている。 

さらに、申立人及び複数の従業員は、社会保険関係の手続は、代表取締役である申立

人が行っていたとしている上、申立人及び事務を担当していた従業員は、代表者印は申



                      

  

立人が管理していたとしている。 

加えて、申立人は、社会保険料の滞納があったため、社会保険事務所（当時）から呼

出しがあり、自身で社会保険事務所に出向き、全喪の手続を行ったとしており、その際、

申立人は、社会保険事務所からは標準報酬月額を減額訂正することについての説明は無

かったとしているものの、その一方では、社会保険事務所から金額を変更したら辞めて

もいいと言われたと供述していることから、申立人は代表取締役として、標準報酬月額

の当該減額訂正処理について関与していたものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る当該減額処理に関与しながら、その処

理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間におけ

る標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12428                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年４月１日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同社に勤務

したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は、昭和24年11月１

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間においては、同社は適用

事業所としての記録は無い。 

また、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無い上、上記被保険者名簿から、

元代表者の住所を特定することができず、当該代表者から、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿から、申立人が記憶する上司及び同僚の厚生年金保険被保

険者記録を確認することができず、当該上司等の住所を特定することができないため、

当該上司等から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12429                                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年３月１日から45年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、昭和 44 年３

月１日から継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間中、Ａ社に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかし、上記従業員のうち一人は、「自分の厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和

45 年６月１日となっているが、自分は 44 年２月ごろに入社した。また、自分と同じ日

に資格を取得した従業員の中に、自分より前に入社した先輩が含まれている。」旨供述

し、また、別の複数の従業員は、自身の厚生年金保険被保険者資格取得日から１年ほど

前に入社したとしていることから、Ａ社では、必ずしも、入社と同時期に厚生年金保険

に加入させていなかったと考えられる。 

さらに、申立人から提出された厚生年金保険被保険者証及び厚生年金手帳記号番号払

出簿によると、申立人のＡ社での厚生年金保険被保険者資格取得日は、昭和 45 年６月

１日となっており、同社に係る事業所別被保険者名簿における申立人の厚生年金保険被

保険者資格取得日と一致していることが確認できる。 

なお、Ａ社は申立期間当時の資料を保管しておらず、申立期間当時に社会保険担当で

あったと思われる複数の従業員は、住所を特定することができない、又は照会の回答が

無いため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

かった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12430                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年４月１日から同年10月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加

入記録が無い。申立期間においては継続して勤務しており、給与明細書を提出するの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ社（申立期間当時は、Ｅ社）から提出された従業員台帳及び申立人が提出した申立

期間における給与明細書から、申立人は、申立期間に、Ａ社に勤務していたことが確認

できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、あっせんの対象となるのは、事業主により、被保険者の給与

から厚生年金保険料を控除していた事実があることが要件とされているところ、申立人

が提出した申立期間における給与明細書によると、事業主により厚生年金保険料が控除

されていないことから、特例法の保険給付の対象とはならない。 

また、Ｂ社は、「申立人は、申立期間中、Ａ社に出向し、Ｅ社では休職扱いであった

ため、給与の支払及び社会保険の適用についてはＡ社で行うことになるが、申立人の厚

生年金保険の取扱いについては、当時の就業規則や賃金台帳などといった資料が残され

ていないため不明である。」旨回答し、Ｄ社は、「申立人は、Ａ社に出向期間中、Ｅ社

では休職扱いであったので、給与の支払や厚生年金保険料の取扱いはＡ社で行われてい

たと思う。」旨回答している。これらのことから、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除を確認することができない。 

なお、Ｂ企業年金基金から提出された加入者記録票によると、申立人は、Ａ社Ｆ工場

に昭和53年10月１日から 54年10月１日まで加入していることが確認できるが、オン

ライン記録によると、同社同工場は、54 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所では



                      

  

なくなっており、申立人同様、同社同工場に勤務していた複数の従業員は、同年４月１

日に、同社同工場の厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同社Ｃ工場で資格を再取得し

ていることが確認できるが、申立人の同社同工場における被保険者記録を確認すること

はできず、また、同基金から提出された申立人の加入員資格に係る届書においても、同

年４月１日に同社同工場に加入員資格を取得した旨の届書を確認することはできなかっ

た。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12435（事案763の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年10月31日から33年３月31日まで 

Ａ社で勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者委員会に申し立て

たが、同委員会から、申立期間の勤務を確認できる資料及び供述が無いなどの理由で、

記録訂正できないと通知を受けた。 

しかし、Ａ社で本名以外の氏名を使用して勤務したことについての調査及び申立期

間当時の同社の社会保険事務担当者に関する調査についての結果が、上記通知には記

入されておらず納得できない。Ａ社で勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社は、申立人に関する資料を保有しておらず、

申立人の勤務状況は不明である旨回答しており、申立人は当時の同社における上司や同

僚等の氏名を記憶していない上、申立期間当時、同社において厚生年金保険に加入して

いることが確認できる複数の従業員は、申立人を記憶していないことなどから、申立人

が申立期間に同社に勤務していたことを確認できないとして、既に当委員会の決定に基

づく平成 20 年 10 月 29 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

しかし、申立人は、新たな資料等は無いが、Ａ社の後に勤務した事業所では本名以外

の氏名についての記録があるにもかかわらず、同社においては、同じ氏名で記録が確認

できないこと、及び当時の社会保険事務担当者への調査結果が通知に記載されていない

ことに納得できず、不満があることから、再度調査してほしい旨主張している。 

そのため、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿を再度確認したが、申立人が主張してい

る別の事業所で使用した本名以外の氏名については確認できず、上記被保険者名簿にお

いて整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）についても、再度確認した



                      

  

が、当該本名以外の氏名の記録は確認できない。 

さらに、Ａ社の現在の総務責任者に申立期間に係る当時の社会保険事務担当者につい

て照会したが、「今から 50年以上も前の事であり、昭和38年に社屋を移転しており、

申立人に係る記録は残っておらず、申立期間当時を知る人もいないため分からない。」

と供述している。 

加えて、Ａ社の昭和 35 年ごろの社会保険事務担当者は、申立期間当時の社会保険事

務の手続は、亡くなった初代社長が行っていたので不明である旨供述していることから、

申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12436                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年から40年１月６日まで 

             ② 昭和40年12月26日から41年まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②に係る厚生年金保険の加入記録

が無い。同僚（友人）と同じ期間、一緒に同社のＢ館の店舗で店員として勤務してい

たが、同僚（友人）は申立期間に加入記録があるので、私の申立期間①及び②につい

ても厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、同僚（友人）及びＡ社の元取締役の回答から、申立人の勤

務期間は特定できないものの、申立人は同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人の厚生年金保

険の被保険者資格の取得日は、昭和 40 年１月６日と記録されており、整理番号に欠

番は無く、同被保険者名簿の記載内容に不自然な点は見受けられない。 

また、申立人は、「昭和 37 年３月に中学卒業し、１か月ほど過ぎたころ、Ａ社に

入社し、前述の同僚（友人）と同じ月から勤め始めた。」と述べているが、申立人

が卒業した中学校の卒業証明書によれば、申立人は昭和 38 年３月に中学を卒業して

いることが確認できる上、当該同僚（友人）のＡ社における厚生年金保険の被保険

者資格の取得日は、37 年４月４日と記録されており、申立人の申立期間当時の記憶

は曖昧
あいまい

であると言わざるを得ない。 

さらに、Ａ社は、58年３月 31日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

２ 申立期間②について、申立人及び同僚（友人）は、「申立人と同僚（友人）は、

同じ月にＡ社を退職した。」と述べている。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人の厚生年金保

険の被保険資格の喪失日は、昭和 40年 12月 26日と記載され、被保険者資格喪失届

の受理番号も確認でき、記載内容に不自然な点は見受けられない。 

また、申立人は、上記の同僚（友人）以外の同僚の名前を記憶していないことか

ら、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

さらに、Ａ社は、昭和 58 年３月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、事業主は既に死亡しており、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年６月20日から同年11月20日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）には、申立期間及び昭和 62年12月から平成３年１月までの

期間の２回勤務したが、最初に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社の同僚は厚生年金保険の被保険者となっているので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の同僚の回答により、申立人が申立期間当時に同社に勤務していたことは

推認できる。 

しかし、Ｂ社から提出された昭和 57年６月１日から63年１月５日までの期間の健康

保険組合の被保険者資格取得者を記録した健康保険組合の加入記録簿では、申立人の資

格取得日は62年12月１日と記載されており、同社において２回目に勤務した期間の記

録はあるが、申立期間の記録は無いことが確認できる。 

また、申立人に係る雇用保険の加入記録は、Ａ社で２回目に勤務した期間の昭和 62

年 11 月 21 日に被保険者資格を取得し、平成３年１月 20 日に離職した記録があるが、

申立期間の加入記録は無いことが確認できる。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の社会保険事務担当者は、「健康保険組合及び厚生年金

保険に加入している正社員は、雇用保険もセットで加入させている。」と述べていると

ころ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間当時、同社で

厚生年金保険に加入していたことが確認できる７名の元従業員の厚生年金保険被保険者

記録と雇用保険の加入記録はおおむね一致していることが確認できる。 

加えて、上記健康保険組合の加入記録簿に記載されている加入者と上記被保険者名簿

の被保険者について、申立期間の整理番号及び加入者の氏名を照合したところ、すべて

一致していることが確認できる。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年１月 21日から９年３月31日まで 

Ａ社で勤務した期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与支給額より大幅に低く

なっている。同社の従業員で自分と同じように標準報酬月額が異なる者がいることを

年金事務所で言われたので、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成

９年３月 31 日）の後の平成９年５月８日付けで、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、８年１月から同年 12 月までは 59 万円、９年１月及び同年２月は 50 万円と記録され

ていたものが、それぞれ９万2,000円にさかのぼって減額されていることが確認できる。 

一方、オンライン記録により、申立人は、Ａ社において平成９年３月 31 日に厚生年金保

険被保険者資格を喪失し、同社と代表取締役が同一人の関連会社（両社は、同一ビル内の異

なるフロアーにあるが、両社の幹部は最上階の同一フロアーで勤務。）で同年４月１日に被

保険者資格を取得していることが確認できるところ、雇用保険は７年10月26日から９年７

月２日まで同社で加入記録があることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人が平成７年６月30日から８年５月31日まで

の期間及び同年８月 31 日以降の期間、同社の監査役に就任していることが確認できるほか、

同社の複数の従業員は、「申立人は同社の総務・経理業務全般を担当しており、社会保険の

届出事務も行っていた。」と供述していることから、申立人は当該訂正処理日（平成９年

５月８日）において当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していたと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の監査役及び経理担当者として、自

らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該減額訂正処理を有効なものではない

と主張することは信義則上認められず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年１月16日から同年５月１日まで                          

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の労働者年金保険の加入記録が無い。同社に

おける昭和 19年１月 16日付けの辞令に、「技術雇員ヲ命ス」と記載されているので、

申立期間も労働者年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ社における昭和 19年１月16日付けの辞令により、申立人が

申立期間において同社に勤務していたことは推認できる。 

      しかし、Ａ社の事業を継承したＢ社は、当時の資料が無く、技術雇員という身分につ

いても分からないとしていることから、申立人の申立期間における勤務実態及び労働者

年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、申立人が、一緒に入社したとしている同僚の一人は、申立人と同日の昭和 19

年５月１日に被保険者資格を取得しているが、申立人は、同氏は戦死したとしているこ

とから、この者から申立人の申立期間の勤務実態及び労働者年金保険料の控除について

確認することはできない。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿から、申立人が入社したと

する昭和 19年１月 16日に被保険者資格を取得した 109 人のうち住所が判明した 21人

と、申立人と同日の同年５月１日に被保険者資格を取得した 32 人のうち住所が判明し

た４人の計25人に照会したところ、回答のあった15人全員が、申立人を記憶していな

かった。 

   加えて、労働者年金保険法（昭和 16年法律第60号）では、工場や炭鉱で働く男性の

筋肉労働者のみを対象としているところ、申立人は、甲種工業学校を出て、入社したと

きは技術員として現場事務所で、管理と製図（クランクシャフトの工程の製図等）を行

っていたが、半年ぐらいして機械加工の作業員に回されたとしていることから、申立期



                      

  

間については、申立人がＡ社において勤務した業務内容から判断すると、同法の適用対

象ではなかったものと考えられる。 

   このほか、申立人の申立期間における労働者年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が労働

者年金保険の被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

                     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 12月１日から５年12月31日まで 

        Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与より低く記録さ

れているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成５年

12 月 31 日より後の６年１月７日付けで、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、３

年12月から５年８月までは 53万円、同年９月から同年11月までは30万円と記録され

ていたものが、８万円にさかのぼって減額訂正する処理が行われたことが確認できる。 

しかし、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社の代表取締役であったことが

確認できる。 

 また、申立人は、この遡及
そきゅう

訂正について覚えが無いと主張しているが、Ａ社の当時

の従業員は、「社員が勝手に印鑑を持ち出して使うことなど考えられない。」と供述し

ており、申立人も「私に黙って印鑑を持ち出して使う社員などいなかった。」と供述し

ていることから、申立人が当該減額処理に関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標

準報酬月額の記録訂正に関与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張する

ことは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の訂

正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

                                      

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年10月１日から46年８月１日まで 

             ② 昭和 47年10月１日から48年８月１日まで                          

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ駐在員事務所に勤務していた申立期間①及び②における標

準報酬月額は、内地手当を基準として算定され、実際に支払われていた報酬から大幅

に減額されている。給与明細などを提出するので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人から提出された昭和 45年 11月から 46年８月までの期間及び 47年 11月から

48 年８月までの期間に係る給与明細書の保険料控除額を基に算出した標準報酬月額は、

申立期間のオンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

 また、Ｂ社は、「申立期間①及び②における厚生年金保険の取扱いについて、賃金台

帳等の資料が残っていないため詳細は不明であるが、円建てで支払っていた内地手当を、

国内における厚生年金保険の標準報酬月額としていた。また、本人負担分については本

人給与から控除していたと推測される。」と回答している。 

さらに、Ａ社における海外駐在員給与等取扱規程（昭和 40年９月16日改訂）による

と、内地手当は、家族全員を駐在地に帯同する場合は、基準賃金の 40 パーセントを支

給すると定められているところ、申立人は、海外駐在期間には、内地手当として家族全

員を帯同していたので、基準賃金の 40 パーセントに当たる金額が日本にある自分の口

座に支給されていたとしている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間①及

び②について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年10月ごろから59年４月ごろまで 

             ② 昭和 59年４月ごろから60年12月30日まで 

厚生年金保険の加入記録によると、申立期間①及び②の被保険者記録が無い。

申立期間①はＡ社に、申立期間②はＢ社にそれぞれ勤務していたことは間違いない

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムでは、Ａ社は厚生年金保険の適

用事業所になっていない。 

また、Ａ社は、同社に係る商業登記簿謄本によると、既に破産廃止決定が確定し閉鎖

されている上、当時の事業主は死亡していることから、申立人の当該期間における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、同僚の姓しか覚えていないことから、これらの者から申立人の当

該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、昭和 61 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

上、その所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無く、当時の事業主の所在が確認

できないことから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができない。 

また、申立人は、同僚を覚えていない。そこで、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿に

より、当該期間に被保険者であった全従業員の３人に照会したところ、一人から回答が

得られたが、当該従業員は申立人を記憶していないことから、この者から申立人の当該

期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 



                      

  

さらに、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿によると、昭和 56 年１月５日から同社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった 61 年２月１日までの間に、被保険者資格を取

得した者の厚年整理番号に欠番は無いことが確認できる。 

加えて、申立人の当該期間に係る雇用保険の被保険者記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 19年11月30日から20年４月まで 

             ② 昭和 20年８月20日から同年11月まで 

             ③ 昭和 21年９月23日から同年12月１日まで 

                        ④ 昭和 22年２月１日から24年８月まで 

    厚生年金保険の記録によれば、申立期間①から④までの加入記録が無い。しかし、

申立人が昭和 47 年８月に作成した履歴書によると、申立期間①はＡ社（現在は、Ｂ

社）に、申立期間②はＣ社Ｄ事業所（現在は、Ｃ社Ｅ事業所）に、申立期間③及び④

はＦ社にそれぞれ勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。   

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 20 年４月までＡ社に勤務していたと申し立て

ている。 

しかし、Ｂ社は、申立人の在籍が確認できなかったとしていることから、申立人の申

立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ａ社における申立人の同僚について、申立人は既に死亡しており、申立人の妻

も覚えていないことから、同僚の名前を確認することができない。そこで、Ａ社に係る

健康保険労働者年金保険被保険者名簿により、昭和19年２月１日から同年12月１日ま

での期間に資格取得している 50 人のうち連絡先が確認できた従業員３人に照会したと

ころ、３人とも申立人を覚えていないとしていることから、これらの者から申立人の申

立期間①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

申立期間②について、申立人から提出されたＣ社の昭和20年５月19日付けの辞令か



                      

  

ら、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｃ社Ｅ事業所は、申立人の在籍が確認できなかったとしていることから、申

立人の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

また、Ｃ社Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 20 年

４月１日から同年５月 31 日までの期間に資格を取得した申立人を含む 180 人全員が、

同年８月20日に資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、Ｃ社Ｄ事業所は、昭和 20 年８月＊日の戦災により、工場建物が倒壊してい

る。 

申立期間③について、申立人から提出されたＦ社の昭和 21年９月23日付け辞令及び

申立人の履歴書から、申立人が申立期間③当時Ｆ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｆ社は、昭和 25年12月４日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている

上、事業主は所在が不明であることから、申立人の申立期間③における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｆ社における申立人の同僚について、申立人は既に死亡しており、申立人の妻

も覚えていないことから、同僚の名前を確認することができない。そこで、同社に係る

健康保険労働者年金保険被保険者名簿により、申立期間③当時に被保険者であったこと

が確認できる従業員７人に照会したところ、回答があった５人は申立人を記憶しておら

ず、申立期間③における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

申立期間④について、上記の履歴書に「昭和 22 年１月Ｇ協会設立に伴い技術部長と

なり事務局へ転勤を命ぜられる、24 年８月協会解散のため同所退社」と記載されてい

ることから、申立人は、申立期間④において、Ｆ社からＧ協会に転勤し、同協会で勤務

していたと推認される。 

 しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｇ協会は、厚生年金

保険の適用事業所となっていない。 

また、Ｇ協会における申立人の同僚について、申立人は既に死亡しており、申立人の

妻も覚えていないことから、これらの者から申立人の申立期間における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年４月から52年２月１日まで 

Ａ市立Ｂ病院に昭和 51年４月から同病院が閉鎖される55年３月まで勤務した期間

のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、申立期間も勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ市立Ｂ病院に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ市は、当時の申立人に係る雇用を確認できる資料は保存していないとして

いることから、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

また、申立人が記憶していた同僚の看護師３人については、連絡先を確認することが

できないことから、これらの者に申立人のＡ市立Ｂ病院における勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

そこで、Ａ市に係る事業所別被保険者名簿により、当時、被保険者であり連絡先の判

明した従業員７人に照会したところ、回答があった６人のうち５人が申立人を記憶して

おらず、もう一人は申立人の記憶の有無については回答がなく、Ａ市立Ｂ病院を記憶し

ていなかった。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む昭和 48 年 12 月から

52年１月まで国民年金保険料を特例納付していることが確認できる。 

このことについて、申立人は、昭和 52 年２月に夫の分と自身の国民年金保険料を一

括して納付したが、自身は 51 年４月からは社会保険となっていることをＡ市の窓口で

説明したことから、申立期間は厚生年金保険の被保険者期間であるとしている。 

しかし、国民年金法附則第４条による特例納付は昭和53年７月からである。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に



                      

  

ついて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年３月21日から37年12月21日まで 

平成21年６月に厚生年金保険の期間照会が送付された際に、申立期間の厚生年金保

険が脱退手当金として支給されているということを初めて知った。私には脱退手当金

を受給した記憶が全く無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載さ

れているページとその前後５ページに記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日である昭和37年12月21日の前後１年以内に資格喪失した者25名の

脱退手当金の支給記録を調査したところ、全員に脱退手当金の支給記録が確認でき、そ

のうち23名は資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることに

加え、当該支給決定のある者のうち５名は、事業所がその請求手続をした旨の供述をし

ていることを踏まえると、申立人の脱退手当金の請求についても、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定に必要となる標準報酬月額

等を社会保険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答した旨の記録が確認できる

上、申立人の厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金が支給されていることを意味す

る「脱」表示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約４か月後の昭和38年４月25日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12456 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年８月31日から54年５月28日まで 

私は、Ａ社の代表取締役として昭和41年２月から会社の倒産のあった54年５月末ま

で勤務していた。厚生年金保険の記録では、資格喪失日と同社の適用事業所でなくな

った日が52年８月31日になっているが、社会保険料の滞納があった54年５月末ごろに

社会保険事務所（当時）から指導を受けていたものの、その事務手続をした覚えは無

い。申立期間が未加入になっているので正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日（昭和52年８月31日）の後の昭和53年10月６日付けで、申立人の同社における被保険者

資格喪失日が52年８月31日と処理された記録が確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本等により、申立人は申立期間及び上記処理日に同社の代

表取締役であったことが確認できる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立期間における同社の被保険者は申

立人のみであることが確認できる上、申立人は、申立期間において同社における経営全般に

携わり、社会保険事務の手続を行っていた旨供述している。 

さらに、申立人は、「Ａ社において、倒産時（昭和54年５月）に社会保険料の滞納は６か

月分10万円ほどであったが、社会保険事務所に適用事業所でなくなる届出や自らの資格喪失

届を提出した記憶は無い。しかしながら、社会保険事務所の担当者が、全喪処理を行った際

に保険料の滞納分を相殺したとの説明を受け、そのことを了解した。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負っている代

表取締役として自らの被保険者資格喪失日に係る記録訂正処理の無効を主張することは信義

則上許されず、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認めることは

できない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12457 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年10月１日から56年８月１日まで 

② 昭和60年10月１日から61年９月１日まで 

③ 昭和62年10月１日から63年８月１日まで 

④ 平成３年10月１日から４年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録を確認したところ、被保険者期

間の一部について、標準報酬月額が下がっている期間があることが判明した。当時、

給与が減額されるようなことは考えられないので、調査して正しい標準報酬月額に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社に勤務していた当時、労働組合の委員長として同社と賃金の引き上

げ交渉を行い、同社もそれなりに応じていた。」とし、保険料の控除額を証明する給与

明細書等は無いものの、給与が毎年昇給していたので、申立期間における標準報酬月額

が減額することは不自然である旨申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の標準報酬

月額等の記載内容の不備や、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無く、

オンライン記録と一致している。 

また、Ａ社の担当者は、申立人の申立期間における標準報酬月額が減額されている理

由について、「残業代が増減すれば、定時決定時の標準報酬月額が従前より増減するこ

とは通常あり得ることである。申立人の申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の

控除額を確認できる資料は無いが、当社では、固定的賃金及び非固定的賃金のすべてを

含めて、従業員の標準報酬月額の届出を行っており、申立人に係る標準報酬月額の届出、

保険料控除及び納付について正しく行っていた。」と供述している。 

さらに、申立人と同時期に被保険者資格を取得している従業員29名（昭和50年７月１



                      

  

日は10名、同年８月１日は19名）のうち、被保険者期間中に標準報酬月額が減額となっ

ている従業員７名のうち、１名から昭和52年１月から平成７年12月までの給与明細書等

の資料提供があり、当該資料から、Ａ社では、基本給に残業代等の諸手当を含めた総支

給額に基づき、オンライン記録の標準報酬月額と一致する標準報酬月額の届出を行い、

当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していることを確認することができる。 

加えて、上述の従業員１名は、「申立人は労働組合の委員長として組合活動をしてい

たので、残業時間が無かったと思う。組合活動を日中に行っていたこともあり、給与が

減額されることもあったはずである。」と供述しており、申立期間におけるそれぞれの

定時決定時に標準報酬月額が引き下げられていても不自然とは言えない。 

また、申立人は、「平成以降の基本給は30万円ぐらいで、残業代は10万円ぐらいあっ

た。昭和62年（申立人48歳）と平成３年（同52歳）のときに、会社を休んでＢ市議会議

員に立候補をした。この時、会社から基本給に相当する金額のみ支給を受けていた。」

と供述していることから、昭和62年及び平成３年の定時決定時に標準報酬月額が、ほか

の申立期間と比べ大幅に引き下げられていても不自然とは言えない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年３月14日から47年９月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には昭和46年３月

14日に入社し、Ｂ社に異動する47年９月１日まで継続して勤務しており、また、同期

入社の同僚に厚生年金保険の加入記録があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された写真及び当時のＡ社の同僚の供述から、申立人が申立期間にお

いて同社に営業職として勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社の当時の総務担当者は、「当時、営業職の給与は歩合制であり、

これらの者のほとんどは、給与からの社会保険料控除を嫌い、厚生年金保険に加入して

いなかった。」と供述している。 

また、申立人と同様に、Ａ社における厚生年金保険の加入記録が無く、Ｂ社が適用事

業所となった昭和47年９月１日において、同社において厚生年金保険被保険者資格を取

得している従業員のうち、15名（いずれも営業職）は、「Ａ社に正社員として勤務して

いた。」と回答していることから、同社では営業職として雇用されていた者について、

必ずしも全員が厚生年金保険に加入していたわけではないことがうかがえる。 

さらに、上記15名のうち11名は雇用保険の加入記録について確認することができない

ところ、申立人についても申立期間に係る雇用保険の加入記録が確認できなかった。 

加えて、Ａ社に係る事業所別保険者名簿において健康保険番号に欠番は無いことから、

申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年３月22日から46年８月16日まで 

② 昭和46年10月20日から51年７月26日まで 

平成15年７月４日付けの被保険者記録照会回答票により脱退手当金の言葉を知った

が意味が分からず、後日受け取ったねんきん特別便を機に調査を依頼したが、同じく

脱退手当金が支給されているとの回答だったので申立てをした。 

会社からは脱退手当金の説明は無く、退職後は国民年金に加入して保険料を納めて

いた。脱退手当金を受け取ってはいないので、よく調査をして年金記録を回復してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所

の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和51年11月12日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の請求書

類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示を

することとされており、申立人が現在も所持している厚生年金保険被保険者証には、当

該表示が確認できることを踏まえると、申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求

されたものとは認め難い。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年10月26日から55年７月31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社にパートで勤

務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にパート従業員としてＡ社に勤務した旨申し立てているが、同社

は、「アルバイトやパートについては資料が無いため、雇用したかどうかについて確認

できない。また、アルバイトやパートを厚生年金保険に加入させたことは無い。」と回

答しており、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認で

きない。 

また、オンライン記録により、申立人は、申立期間のうち、昭和53年４月から55年

７月までの期間は国民年金に加入しており、そのうち 54年４月から55年３月までの期

間は、国民年金の申請免除期間であることが確認できる。 

さらに、雇用保険受給資格者証により、申立期間のうち、昭和 51 年 11 月 15 日から

同年 12 月５日までの期間及び 52 年５月２日から同年 10 月７日までの期間について雇

用保険の基本手当の支給が確認できることから、当該期間にＡ社に勤務していたことは

考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から同年10月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際

に給与から控除された標準報酬月額と相違している。給与明細等は無いが、給与が減

給された記憶は無いので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の代表者及び当時の経

理担当者の連絡先は不明であるため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与か

らの控除について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は平成２年８月 29 日付けで

同年８月からの標準報酬月額を９万 8,000円にする随時改定が行われているが、当該処

理については、標準報酬月額がさかのぼって減額訂正された記録も無く、不自然な処理

は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の給与明細書、源泉徴収票等を保管していないため、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の給与からの控除について確認するこ

とができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年２月20日から40年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社は大

学卒業後、初めて就職した会社で、１か月で退社するはずが無く、次の会社に就職す

るまでの間、勤務したので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における具体的な業務内容及び同社における上司等の氏名を記憶して

いることから、期間は特定できないものの、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、「申立期間当時の資料を保管しておらず、申立人が申立期間に当社

で勤務していたかは不明。」と回答しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することはできない。 

また、申立人は、Ａ社の従業員から提出された昭和 38 年夏及び 40 年 10 月の社員旅

行の写真に写っている数名の人物を記憶しているものの、申立期間に同社で勤務してい

た従業員17人に申立人の勤務状況について照会したところ、回答のあった13人全員が

申立人を記憶していなかった。 

さらに、申立期間のうち、昭和 40 年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間につい

ては、申立人がＡ社の退職後に勤務した事業所において雇用保険に加入していることが

確認できることから、当該期間の同社での勤務は考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35年５月１日から同年10月１日まで 

             ② 昭和 35年10月１日から36年10月１日まで 

             ③ 昭和 36年10月１日から37年７月１日まで 

             ④ 昭和 40年10月１日から41年６月１日まで 

             ⑤ 昭和 48年11月１日から49年７月１日まで 

⑥ 昭和 51年８月１日から同年10月１日まで 

⑦ 昭和 51年10月１日から52年10月１日まで 

⑧ 昭和 52年10月１日から54年10月１日まで 

⑨ 昭和 55年10月１日から56年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立期間①から⑨までの標準報酬月額が実際に支給

されていた給与額に見合う標準報酬月額より低いので、正しい標準報酬月額に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①から⑤までについては、Ｂ社から提出された申立人に係る昭

和35年分から 50年分までの給与所得に対する所得税源泉徴収簿の社会保険料控除額か

ら算出される厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額が、Ａ社に係る事業所別被保



                      

  

険者名簿に記載された当該期間の標準報酬月額と一致していることから、特例法による

保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間⑥から⑨までについては、申立人から提出された昭和 51 年分、52 年

分、54 年分及び 56 年分の給与所得の源泉徴収票（申立人が源泉徴収票を書き写したと

するメモを含む。）の社会保険料の金額が、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿に記載さ

れた申立期間の標準報酬月額を基に算出した厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険

料の合計額とおおむね一致している。 

さらに、Ｂ社は、申立人の報酬月額について、保管している給与所得に対する所得税

源泉徴収簿は申立期間のうちの一部期間分であるが、その記録どおりに社会保険事務所

（当時）に届け出ていると供述している。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人のすべての申立期間に係る標準報

酬月額は、訂正を行った形跡は無く、オンライン記録とも一致している。 

このほか、申立人の申立期間⑥から⑨までにおいて、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立期間に

ついて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年７月１日から28年11月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には申立期間も勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された社員一覧表及び賃金台帳により、申立人は、申立期間にＡ社に勤

務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 28年11月１日であり、申立期間は適用事業所となっ

ていない。 

また、Ｂ社から提出された申立人に係る賃金台帳により、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所となる前は、申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていないことが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年11月１日から43年２月10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に申立期間も継続して勤務していたとしている。 

しかしながら、申立人が名前を挙げた同僚及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿から

複数の従業員に照会したところ、申立人を記憶しているものの、申立人が申立期間に勤

務していたことを記憶している者はおらず、そのうちの一人は、申立人は、昭和 42 年

の暮れごろに同社を退職したと思うと供述している。 

また、上記名簿によると、申立人の被保険者資格喪失日（昭和42年11月１日）に係

る届出を昭和 42 年 12 月 16 日に受理したこと、及び申立人の健康保険証の返納記録が

確認できる。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は、資格取得日が昭和 40 年９月

26日、離職日が 42年 11月 15日となっており、厚生年金保険の被保険者の資格取得日

及び資格喪失日とおおむね一致していることが確認できる。 

なお、Ａ社は、既に解散しており、事業主の連絡先も不明であることから、申立人の

申立期間における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12472 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月１日から８年10月31日まで 

    Ａ社で代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準

報酬月額が、実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、申立

期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成８年

10 月 31 日より後の９年４月 15 日付けで、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、７年３月から同年９月までは 50 万円、同年 10 月から８年９月までは 53 万円と

記録されていたものが、９万 2,000円にさかのぼって減額訂正されていることが確認で

きる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は同社の代表取締役であったことが確

認できる。 

また、申立人は、社会保険事務所(当時）の徴収担当者から、滞納している保険料を

支払うことができなければ、標準報酬月額を訂正すればよいという提案があり、申立人

は、その提案に同意をし、標準報酬月額の訂正手続に必要な書類に代表者印を押したと

供述している。 

これらのことから、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの申立期間に係る標準

報酬月額の減額訂正処理に関与していたと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、自らの標

準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該処理が有効なものではないと主張する

ことは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年３月12日から同年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場Ｄ分工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。当該期間も勤務していたことは確かなので、同期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 30年３月 12日に申立人の妹（故人）及び同僚一人（故人）と一緒に

Ａ社Ｃ工場Ｄ分工場に入社したとしており、同社同工場同分工場の従業員の供述から、

期間は特定できないものの、申立人が申立期間内に同社同工場同分工場に勤務していた

ことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立

人の妹の被保険者資格取得日は昭和 30 年４月１日となっており、申立人及び申立人が

一緒に入社したとする同僚の被保険者資格取得日は同年５月１日となっている。 

また、上記名簿から、申立人と同じ被保険者資格取得日である従業員に入社日を照会

したところ、昭和 30年３月 12日に入社したと供述する者及び同年４月１日に入社した

と供述する者がおり、Ａ社Ｃ工場では、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させ

る取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｂ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届には、申立人

の被保険者資格取得日が昭和 30 年５月１日と記載されており、上記名簿の被保険者資

格取得日と一致している。 

加えて、Ｂ社は、従業員により、厚生年金保険の被保険者資格取得日までの期間が異

なることについて、当時の資料が無いため、不明であると供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年２月１日から39年２月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社を退

職後の昭和 39 年に自分で事業を開始し、国民年金に加入したことを記憶しており、

それまでの期間は同社に勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和 37 年８月１日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっており、申立期間の一部は適用事業所となっていないことが確認でき

るほか、当時の事業主及び代理担当者は、連絡先が不明であることから、申立人の勤務実態

や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

また、申立人が退職時まで一緒に勤務していたと記憶している同僚３名の資格喪失日は、

１名は申立人と同日の昭和37年２月１日、ほかの２名は同年４月15日と記録され、申立人

と同時期であることが確認できる。また、当該同僚のうち１名は当時の厚生年金保険料の控

除について記憶しておらず、ほかの２名は死亡又は連絡先不明であるため供述が得られず、

申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿で申立人と同時期に厚生年金保険に加入してい

ることが確認できる従業員のうち、住所の判明した従業員２名はいずれも死亡しており、申

立人の勤務や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年９月25日から同年10月１日まで 

② 昭和 38年10月１日から39年４月１日まで 

③ 昭和 39年４月１日から40年４月１日まで 

Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。当時から年金の加入に注意しており、金額は分からないがいずれの会社でも給

与から厚生年金保険料を控除されていたと記憶しているので、それぞれの期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事

業主は死亡していることから、申立人の勤務や厚生年金保険の加入状況等について確認

することができない。 

また、申立人はＡ社において一緒に勤務していた同僚を記憶していないことから供述

が得られず、申立人の当該期間当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について

確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により申立人と同時期に厚生年金保険に加

入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、連絡の取れた８名はいず

れも申立人のことは記憶に無い旨供述している。 

申立期間②について、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 42年８月22日であり、当該期間は適用事業所となっ

ていないことが確認できる。 

また、Ｂ社は、「当該期間当時の従業員に関する資料等を保管していないことから、

申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況等については確認することができない。当

該期間当時は会社組織にしておらず、社会保険には加入していなかった。昭和 42 年ご



                      

  

ろに会社組織にすると同時に厚生年金保険に加入した。それまでは給与から厚生年金保

険料は控除していなかった。」と回答しているところ、同社が厚生年金保険の適用事業

所となった日に被保険者資格を取得した従業員 12 名のうち２名は、申立期間②に国民

年金の保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、申立人はＢ社において一緒に勤務していた同僚を記憶していないことから供

述が得られず、申立人の申立期間②当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等につ

いて確認することができない。 

加えて、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社が厚生年金保険の適用事業所

となった日に被保険者資格を取得していることが確認できる従業員４名に、適用事業所

となる以前の保険料控除及び申立人の当該期間当時の勤務の実態等について照会したと

ころ、そのうち１名は保険料控除について記憶しておらず、残りの３名は適用事業所と

なる以前については給与から保険料控除は無かった旨供述しており、また、上記のうち

２名はいずれも申立人のことは記憶に無い旨供述している。 

申立期間③について、Ｃ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、

厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認できない。 

また、Ｃ社の事業主は、既に死亡していることから、申立人の勤務状況や厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人はＣ社において一緒に勤務していた同僚を記憶していないことから供

述が得られず、申立人の当該期間当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等につい

て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年12月１日から44年２月１日まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｂ工場に勤務した申立期間の標準報酬月額が、実際の給与と比較して

少ない旨申し立てている。 

しかし、Ａ社から提出された厚生年金基金加入員資格取得届及びＣ企業年金基金から

提出された厚生年金基金加入員台帳では、申立人の申立期間の標準給与月額は、５万

2,000 円と記載されており、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認

できる。 

また、Ａ社は、当時の賃金台帳を保管していないが、上記厚生年金基金加入員資格取

得届に記載された標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していた旨回答している。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に勤務したとする従業員から提出された給与明細書では、同社同

工場の厚生年金保険被保険者資格取得月に係る保険料控除額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録と一致していることが確認できることから、事業主は、申立人について

もオンライン記録どおりの厚生年金保険料を控除していたものと推認できる。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12477(事案1783の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年４月から53年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者

委員会に申し立てたが、申立内容の確認できる資料が無いなどの理由で記録訂正がで

きないと通知を受けた。そのため、今回新たに、昭和 48 年ごろのＡ社野球部の写真

及び 49 年ごろの社員旅行の写真を提出するので申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社の事業主は、「申立人が勤務していた記憶は

あるが、当時の従業員に関する資料が保存されていないため、申立期間の勤務及び厚生

年金保険料の控除等が確認できない。」と供述している。 

また、Ａ社の社会保険関係事務担当者は、「当時は、従業員の勤務状況等をみて社会

保険に加入させるかどうかを判断しており、すべての従業員を厚生年金保険に加入させ

ていたわけではないと当時の担当者から聞いている。」と供述している。 

さらに、申立人が記憶している同僚４名のうち２名は、健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に加入記録が無く、厚生年金保険の被保険者となっていなかったものと考えられ、

残りの２名は、「申立人が在籍していたことは記憶しているが、勤務期間までは記憶し

ていない。」と供述している。 

加えて、連絡の取れた５名の従業員のうち、３名の従業員は申立人の名前を記憶して

いるが、勤務期間は記憶しておらず、申立期間の一部において勤務していたことを供述

した２名の従業員のうち１名は、「申立期間当時、Ａ社では、従業員の勤務状況等を判

断して厚生年金保険に加入させており、すべての従業員が加入していたわけではな

い。」と供述している。 

以上の理由から、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事



                      

  

業主により給与から控除されていたことが確認できないとして、既に当委員会の決定に

基づく平成21年３月 11日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し申立人は、新たな資料として昭和 48年ごろのＡ社野球部の写真及び49年

ごろの社員旅行の写真を提出し、また、第三者委員会は事業主と申立人を呼び問題解決

を図るべきと考えるので、その場を設け、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしいと再申立てを行っている。 

申立人から提出された写真から姓が判明した、昭和 48 年 10 月から 54 年８月までＡ

社に勤務した同僚は、「申立人から提出された野球部及び社内旅行の写真は、昭和 48

年ごろから 49 年ごろのものである。」と供述していることから、48 年 10 月以降につ

いて、申立人が同社に勤務していたことについて推認することができる。 

しかし、申立人を記憶している同僚の１名は、「自分はＡ社に昭和 28 年から勤務し

たが、厚生年金保険は 34 年からの加入である。当時は勤務状況や成績により入社して

もすぐには厚生年金保険に加入させてもらえなかったが、未加入期間について保険料控

除を証明できる資料等も無いため、未加入であることはやむを得ないと思う。」と供述

している。 

また、申立人を記憶している他の同僚は、「自分は、昭和 48 年末ごろに入社したが、

厚生年金保険の加入は 51 年９月からであり、３年間ほどの未加入期間がある。当時、

Ａ社のような中小規模のタクシー会社は、勤務状況や態度等により入社してもすぐには

厚生年金保険に加入させてもらえず、未加入期間があることには納得している。」と供

述しており、前回の審議において事業主からの「当時は、従業員の勤務状況等をみて社

会保険に加入させるかどうかを判断しており、すべての従業員を厚生年金保険に加入さ

せていたわけではない。」とする厚生年金保険の適用についての回答と一致する。 

以上のことから、申立人からの新たな資料については、当初の決定を変更すべき新た

な事情に当たらず、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

なお、年金記録確認第三者委員会が、事業主及び申立人の双方を呼び問題解決を図る

べきとの申立ては、同委員会の役割ではないことから、これを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成元年７月１日から９年 10 月１日までの期間における

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立人の申立期間のうち、平成９年 10月１日から10年３月１日における厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年７月１日から10年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与

額と比べて低い額になっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち平成元年７月から９年９月までの期間について、オンライン記録によ

ると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった 10 年３月１日より後の同年３月

６日付けで、申立人の当該期間の標準報酬月額は、当初、元年７月から２年９月までは

50 万円、同年 10 月から３年９月までは 44 万円、同年 10 月から９年９月までは 47 万

円と記録されていたところ、当該期間について９万 2,000円に引き下げられていること

が確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本及び申立人の供述から、社会保険事務所（当時）が標準

報酬月額の記録訂正を行った当時、申立人が同社の代表取締役であることが確認できる。 

また、申立人は、「厚生年金保険の手続に関しては経理担当取締役にすべてを任せて

いた。標準報酬月額の引下げについて社会保険事務所へ行ったことも、社会保険事務所

の職員から直接説明を受けた記憶も無く不明。」と供述しているが、同経理担当取締役

からは供述が得られず申立人の供述を確認することができなかったが、社会保険事務所

が、代表取締役であった申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与も無しに、無

断で記録訂正の処理を行ったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負って

いる代表取締役として、会社の業務としてなされた行為について責任を負うべきであり、

当該行為の結果である自らの標準報酬月額に係る記録訂正処理の無効を主張することは



                      

  

信義則上許されず、申立期間のうち、平成元年７月から９年９月までの期間における標

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

次に、申立期間のうち平成９年 10月から10年２月までの期間について、申立人は、

平成元年７月から９年９月までの期間と同様に標準報酬月額の記録訂正を求めている。 

しかし、オンライン記録では、平成９月 10月から10年２月までの期間に係る標準報

酬月額の記録について、遡及
そきゅう

訂正等の形跡は無く、社会保険事務所の処理に不自然さは

見られない。 

また、当時の従業員から供述が得られないことから、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく保険料が控除されていたことを確認することができない。 

一方、申立人は、前述のとおり、厚生年金保険の手続については不明である旨供述し

ているが、Ａ社の代表取締役である申立人が自らの標準報酬月額の届出について全く関

与していなかったとは考え難い。 

ところで、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判断していると

ころであるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事業

主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態で

あったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定され

ている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、特例法第１条

第１項ただし書の規定により、当該期間当時、Ａ社の事業主であった申立人は、「保険

料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場

合」に該当すると認められることから、当該期間については同法に基づく記録訂正の対

象とすることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案12483 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月から６年６月20日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社でトレーラー運転

の業務に従事し、構内で事故に遭い、背骨を骨折し、労災として病院に入院し、３年

２か月後、歩けるようになり、同社を退職したので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｂ営業所でトレーラー運転の業務に従事していたと主張しているが、

同社が提出した資料｢平成３年度入社一覧｣、｢平成６年度退職者一覧｣に申立人の名前が

無く、同社は、｢申立てどおりに、申立人を雇用した事実があったかは不明。｣と回答し

ている。 

また、申立人が名前を挙げた上司・同僚３人のうち、申立人を知っている旨回答した

者は一人のみである上、当該同僚は、「申立期間中であったかどうか、臨時社員であっ

たかどうかは不明であるが、申立人はトレーラーの運転をしていた。」と供述している。

一方、申立期間当時、同社Ｂ営業所でトレーラー運転手をしていた従業員は、「当時ト

レーラーは１台だけであり、運転手は自分一人だけであった。申立人のことも、事故の

ことも知らない。」と供述している。なお、当該従業員が、トレーラーの運転手であっ

たことは、他の従業員の供述により確認でき、当該従業員の供述から、申立人の業務内

容について確認できない。 

さらに、申立期間当時、Ａ社に係るオンライン記録に名前が確認できる従業員 23 人

に申立人の同社での勤務状況等を照会したところ、９人から回答があったものの、申立

人を記憶している者は、見当たらず、申立人の申立期間における勤務状況を確認するこ

とはできない。 

加えて、Ａ社の申立期間当時の経理担当者及び社会保険手続担当者は、「厚生年金保



                      

  

険に加入していないとしたら臨時社員であると思われる。当時、日雇労働、臨時社員以

外は厚生年金保険に加入させており、自身がその手続を行っていたが、申立人の名前に

覚えは無い。」と供述していることから、申立人に係る厚生年金保険の加入状況及び保

険料の控除は確認できない。 

なお、申立人が主張する労災の記録は、管轄の労働基準監督署では確認できず、Ａ社

が加入している健康保険組合が保管している申立期間に係る同社に関する適用台帳（紙

ベース）にも、申立人の記録は確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12484 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年５月１日から51年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当時の部下の経理

担当が作成した上申書を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及び当時の従業員の供述から、勤務期間は特定できないものの、申立人が同社に

勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、｢申立人を社員として雇用したのであれば、必ず厚生年金保険に加

入させているはずなので、申立人は社員として雇用したのではなく、アルバイトとして

雇用していたと考えられる。｣と回答しており、同社から提出された社員の氏名が記載

された当時の事業所組織図にも申立人の氏名は見当たらない。 

また、申立人が提出した上申書には、Ａ社に勤務し厚生年金保険の保険料を控除され

ていた旨記載されているが、当該上申書を作成した当時の経理担当は、｢上申書の内容

については、申立人から見本の案文が送られてきたので、そのとおりに書いて送り返し

た。申立人の給与からの保険料控除については明確に記憶していたのではなく、当時、

正社員は全員厚生年金保険に加入していたはずであると考え、上申書を作成した。社員

の人数は私の記憶で書いた。｣と供述している。 

さらに、上記経理担当者は、「従業員の給与から控除した厚生年金保険料は預り金勘

定に計上していたが、当該勘定科目が不突合になったことはない。」と供述している。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人

の記録が欠落したとは考え難い上、訂正等の形跡は無く、社会保険事務所（当時）の事

務処理に不自然な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除については、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12485 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月21日から54年５月７日まで 

Ａ社又はＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無い。Ｂ社の退職金計算書からも分かるように、Ａ社には昭和 45 年４月 21 日から

勤務し、入社後２か月から３か月後にはＢ社から健康保険証を受領した記憶がある

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社に昭和 45年４月 21日に入社した。」と主張しているが、Ｂ社の退

職金計算書及びＣ社から提出された社員名簿によれば、昭和 45年４月 21日にＢ社に入

社したと記録されている。このことについて、事業主は、「Ａ社とＢ社は同じ敷地内に

立地する事業所であり、いずれの事業所も自分の父が事業主であった。申立人は、昭和

45年４月 21日にＡ社に入社したが、54年５月ごろにＢ社に転籍した。退職金を計算す

る際の勤務期間や社員名簿については、関連する事業所で父の代から勤務していた人な

ので、Ａ社に勤務していた期間を含めている。」と供述していることから、申立人が申

立期間にＡ社又はＢ社で勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社から提出された昭和 46年１月から 54年４月までの給料明細表に

申立人の氏名を確認することはできない上、Ａ社は平成８年６月＊日に解散し、また、

当時の事業主は既に死亡しており、申立期間において、Ａ社又はＢ社のそれぞれの事業

所に勤務していた元従業員から申立人の勤務実態及び保険料控除などについて確認する

ことができない。 

さらに、申立人がＡ社の工場長であったと記憶している従業員は、申立期間において

同社に係る事業所別被保険者名簿から確認することができず、また、申立人は、「Ａ社

の従業員は入社時に約８人だった。」と述べているが、上記被保険者名簿によれば、申

立期間当時の被保険者数は二人であり、事業主は、一部の従業員について厚生年金保険



                      

  

の加入手続を行わなかった可能性が考えられる。 

加えて、申立人から提出された昭和 45 年４月分の給料支払明細書からは厚生年金保

険料の控除を確認することはできず、また、申立人の雇用保険の加入記録は、資格取得

日が昭和54年５月７日であり、厚生年金保険の被保険者資格取得日と一致している。 

また、Ａ社及びＢ社に係る被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番は無く、申立人

の記録が欠落したとは考え難い上、訂正等の形跡は無く、社会保険事務所（当時）の事

務処理に不自然な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12486 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から５年７月１日まで 

Ａ社（後に、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月

額が、引き下げられている。給与明細等は無いが、当時は、今ほど景気が悪くなかっ

たので給与が減るのはあまり考えられない。調査して正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

一方、申立人は、申立期間の給与明細書等を保持しておらず保険料控除額を確認する

ことができない上、申立人が勤務していたＡ社と合併し業務を引き継いだＣ社も給与明

細等の関係資料を処分していることから、申立人の主張する標準報酬月額を確認するこ

とができない。 

また、被保険者縦覧照会回答票より、平成３年１月から６年７月までにＡ社に入社し

た者のうち130人を抽出し、当該期間における標準報酬月額の変動状態を調査した結果、

申立人と同様に、資格取得時の標準報酬月額に比し、次の算定時の標準報酬月額が低額

となっている者が申立人以外にも 17 人おり、必ずしも申立人の主張どおりでないこと

がうかがわれる。 

さらに、Ａ社における申立人に係る厚生年金基金加入員記録の標準報酬月額は、オン

ライン記録の標準報酬月額とすべて一致しており、オンライン記録において、遡及
そきゅう

に



                      

  

より標準報酬月額の訂正が行われた形跡も見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12491 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年１月21日から同年２月21日まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間中、社内異動はしておらず、同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与

から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出のあった人事記録から、申立人は、申立期間に

おいて、Ｃ社（現在は、Ｄ社及びＥ社）に勤務していたことは認められるものの、Ａ社

Ｂ工場において勤務していたことが確認できない。 

また、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書による

と、申立人は、昭和 54年１月 21日に同社Ｂ工場において資格を喪失しており、当該資

格喪失日は、オンライン記録による申立人の厚生年金保険の資格喪失記録と一致してい

る上、同社の人事担当者は、「資格喪失後に給与から保険料を控除することはない。」

旨供述している。 

さらに、Ｄ社の人事担当者は、「当社は昭和 50 年以降の全従業員に係る厚生年金保

険の資格得喪の届出書を保管しているが、申立人の届出書は確認することができず、ま

た、資格取得をする前に給与から保険料を控除することはない。」旨供述していること

から、Ａ社Ｂ工場における申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認

することができない。 

加えて、Ｆ厚生年金基金の加入記録によると、申立人は、Ａ社Ｂ工場において、昭和

53 年４月１日に厚生年金基金に加入し、54 年１月 21 日に脱退後、同年２月 21 日に同

社Ｂ工場において再度加入しており、同年１月 21日から同年２月21日までの厚生年金

基金の加入記録が無い。 



                      

  

そこで、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員

に照会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除され

ていたことをうかがわせる供述を得ることができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12492 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年２月28日から58年２月６日まで 

Ａ事業所（現在は、Ｂ事業所）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

加入記録が無い。申立期間中、同事業所の海外長期研修員として海外で継続して勤務

し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所の人事担当者による「当時、申立人は、Ａ事業所の従業員の身分のまま、海

外長期研修制度で海外に派遣されていた。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期

間においてＡ事業所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｂ事業所の人事担当者は、「当時、申立人の勤務形態は特別嘱託であ

り、当該勤務形態の従業員は現在も厚生年金保険に加入させているが、関係資料が残っ

ていないため、当該派遣期間において、申立人が特別嘱託であったか否かは不明であ

る。」旨供述していることから、Ａ事業所における申立人の申立期間に係る厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に

照会したが、「当時は、特別嘱託の勤務形態で海外長期研修に派遣される従業員は、国

内での給与は支給されず、保険料が控除できないため厚生年金保険には加入させていな

かった。」旨供述しているなど、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者とし

て保険料控除されていたことを確認することができなかった。 

また、Ａ事業所が加入していた健康保険組合の加入記録によると、申立人は、昭和

55 年４月１日に資格を取得し、56 年２月 28 日に資格を喪失後、58 年２月６日に再度

資格を取得しており、これは、オンライン記録による厚生年金保険の被保険者資格得喪

日と一致していることが確認できる。 



                      

  

さらに、上記従業員照会において、「申立人と同じ特別嘱託の勤務形態であった際、

申立人とほぼ同時期に、海外長期研修制度で海外に派遣された。」旨供述している複数

の元従業員は、オンライン記録から、当該派遣期間における厚生年金保険被保険者記録

が確認できず、当時、Ａ事業所では、特別嘱託の勤務形態で海外長期研修に派遣される

従業員に対して、厚生年金保険の資格を喪失させていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12493 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年９月８日から36年２月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和35年７月 20日から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控

除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員は「申立人を覚えていない。」旨供述していることから、申立

人が申立期間において同社に勤務していたことが確認できない。 

また、Ａ社の人事担当者は、「当時の代表者は既に死亡し、申立人の人事記録が無い

ので、厚生年金保険の届出及び保険料納付は不明である。」旨供述していることから、

同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認

することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会

したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除されていた

ことをうかがわせる供述を得ることができなかった。 

さらに、上記被保険者名簿によると、申立人は、昭和 35 年９月８日に資格を喪失し、

「備考」欄において、健康保険証の返納を意味する「証返」が記載されていることが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年３月１日から57年２月22日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間を含めて３年間継続して勤務したので、同期間を厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の取締役総務部長は、「申立人は「昭和 57 年２月 22 日入社日：厚生年金資格

取得・昭和 58 年９月 29 日退職：30 日資格喪失」の社員台帳があり、入社日及び退職

日も厚生年金記録と相違ありません。昭和 54 年３月から 57 年２月まで一切の記録無

し。」と回答している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の

資格取得日が、昭和 57年２月 22日と記録されており、雇用保険の加入記録と一致して

いる。 

さらに、申立人が記憶している上司及び３人の同僚に照会を行ったところ、上司から

は回答が無く、回答のあった二人の同僚は、申立人を知ってはいるが、具体的な勤務期

間は分からない旨供述している。 

加えて、複数の従業員に照会を行ったところ、全員が申立人を知らないと供述してい

ることから、Ａ社における申立人の申立期間の勤務実態を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案12499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年３月１日から同年10月まで 

             ② 昭和 33年３月から34年５月１日まで 

             ③ 昭和 37年７月25日から38年１月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②及びＣ社に勤務した申立期

間③の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれに勤務していたことは確かなので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は昭和32年３月１日から同年10月までの期間、Ａ社に勤

務していたと申し立てているところ、申立期間①の一部を含む同年４月10日から33年１

月 21 日までの期間については、別の会社において厚生年金保険の加入記録が確認できる。 

一方、Ａ社は、昭和 32 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社の代表者は、既に死亡していることから、申立人の申立期間①における勤務の実態や

厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。  

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、昭和 32 年３月１日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失した従業員３人に、倒産した時期、厚生年金保険の適用事

業所ではなくなった後の自身の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて照会したとこ

ろ、覚えていない旨供述している。 

さらに、申立人が同僚に挙げた４人のうち二人は既に死亡しており、他の二人のうち一

人は所在不明、他の一人は入院中のため照会することができないことから、申立人の申立

期間における勤務の実態や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。  

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生



                      

  

年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人は、昭和33年３月から34年５月１日までの期間、Ｂ社に

勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 34 年５月１日であり、申立期間②は厚生年金保険の適用事業所となっ

ていないことが確認できる。 

また、Ｂ社の代表者及び申立人が挙げた同僚は、既に死亡していることから、申立人の

申立期間②における勤務の実態や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。  

さらに、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿から、昭和 34 年５月１日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得した二人に、同社が厚生年金保険に加入する前の厚生年金保険料控除

について照会したところ、覚えていない旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③について、申立人は昭和 37 年７月 25 日から 38 年１月までの期間、Ｃ社に

勤務し、入社してから約３か月後に請負契約に変わり、給与の額が上がった旨申し立てて

いる。 

しかし、Ｃ社の商業登記簿謄本によると、同社は既に解散している上、代表者及び取締

役二人の所在は不明であり、当時、社会保険の手続に従事していた従業員も既に死亡して

いることから、申立人の申立期間③における勤務の実態や厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。  

また、申立期間③当時に、厚生年金保険に加入記録のある従業員３人に照会し、回答の

あった二人のうち一人は、製造に従事する従業員は社長に希望を言って給与の手取りが多

くなる請負契約に変わった旨供述している。さらに、他の一人は、従業員 20 人くらいの

うち、請負契約が正社員より多く、製造で腕に自信のある者は社長に対し請負契約を希望

でき、請負契約となった者が多かった旨供述している。 

加えて、申立人が同じ職種であったとする４人の同僚のうち３人は、Ｃ社に係る事業所

別被保険者名簿に被保険者記録が見当たらない。 

これらのことから、Ｃ社は、すべての従業員を厚生年金保険に加入させていなかったも

のと考えられる。  

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 


